
は
じ
め
に

中
国
史
の
な
か
で
も
東
晋
史
に
か
ん
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、

そ
の
北
伐
が
論
題
に
な
る
こ
と
は
決
し
て
多
く
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、

東
晋
に
対
す
る
研
究
上
の
関
心
が
、
中
原
由
来
の
政
治
権
力
が
江
南
の

地
で
い
か
に
構
築
さ
れ
た
の
か
、
皇
帝
と
貴
族
と
の
関
係
は
ど
う
で
あ
っ

た
の
か
、
と
い
っ
た
諸
点
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
比
較
的
多
か
っ
た
か

ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
近
年
、
戸
川
貴
行
氏
は
、
中
原
回
復
の
国
是
が
東

晋
の
国
家
体
制
の
構
築
に
強
く
影
響
し
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
が

(

１)

、
北

伐
そ
れ
自
体
、
あ
る
い
は
個
々
の
北
伐
活
動
に
検
討
を
く
わ
え
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。

東
晋
の
北
伐
を
主
題
と
し
た
研
究
も
、
お
お
む
ね
の
問
題
意
識
は

｢

な
ぜ
東
晋
の
北
伐
は
最
終
的
に
失
敗
し
た
の
か｣

を
説
明
す
る
こ
と

に
お
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
東
晋
の
北
伐
を
通
史

的
に
考
察
し
た
越
智
重
明
氏
は
、
北
伐
は
時
代
が
降
る
に
つ
れ
て
権
力

を
強
化
す
る
手
段
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
地
方
軍
閥
と
中
央
政

界
の
政
争
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
軍
事
力
・
国
力
の
面

で
成
功
は
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
、
北
来
貴
族
の
中
原
へ
の
帰
還
の
意

志
が
し
だ
い
に
薄
れ
て
き
た
こ
と
、
社
会
が
戦
争
に
よ
る
消
耗
に
不
満

を
も
っ
て
い
た
こ
と
、
と
い
っ
た
諸
点
を
論
じ
て
い
る

(

２)

。
つ
ま
り
さ
ま

ざ
ま
な
観
点
か
ら
み
て
、
東
晋
は
北
伐
に
全
精
力
を
尽
く
す
こ
と
が
で

き
ず
、
そ
の
た
め
に
つ
い
に
中
原
に
帰
還
で
き
な
か
っ
た
と
説
明
を
試

み
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

右
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
北
伐
の
意
義
を
追
究
す
る
こ
と
の
重
要

性
は
、
も
ち
ろ
ん
疑
い
え
な
い
。
し
か
し
史
書
を
調
べ
て
い
く
と
、
異

な
る
視
点
か
ら
北
伐
を
論
じ
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
た
と
え
ば
、『
晋
書』

巻
八
、
穆
帝
紀
、
升
平
三
年

(

西
暦
三
五
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九
年)

三
月
の
条

(

以
下
、
唐
修

『

晋
書』

か
ら
の
引
用
は

『

晋
書』

を
省
く)

に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

詔
以
比
年
出
軍
、
糧
運
不
継
、
王
公
已
下
十
三
戸
借
一
人
一
年
助

運
。

詔
し
て
、
比
年
軍
を
出
し
、
糧
運
継
が
ざ
る
を
以
て
、
王
公
已
下

十
三
戸
に
一
人
を
借
り
て
一
年
運
を
助
け
し
む
。

こ
こ
の

｢

比
年
軍
を
出
す｣

に
つ
い
て
確
認
し
て
み
る
と
、
三
三
九

年
の�
亮
の
北
伐
以
来
、
三
四
三
―
三
四
四
年

(�
翼)

、
三
四
六
―

三
四
七
年

(

桓
温)

、
三
四
九
年

(��)
、
三
五
二
年

(

殷
浩)

、
三

五
二
―
三
五
三
年(

殷
浩)

、
三
五
四
年(

桓
温)

、
三
五
六
年(

桓
温)

、

三
五
六
年

(

荀
羨)

、
三
五
八
年

(

荀
羨)
と
、
高
頻
度
で
遠
征
が
実

施
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
三
四
六
―
三
四
七
年
の
桓
温
の
伐
蜀
以
外

は
す
べ
て
北
方
を
対
象
と
し
て
い
る
。
穆
帝
紀
の
記
述
は
こ
う
し
た
状

況
を
指
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
三
五
二
年
の
殷
浩
の
北
伐
時
、
会

稽
内
史
で
あ
っ
た
王
羲
之
は
、｢

軍
興
よ
り
以
来
、
征
役
及
び
運
に
充

て
ら
れ
て
死
亡
叛
散
し
反か

え

ら
ざ
る
者
衆お
お

し

(

自
軍
興
以
来
、
征
役
及
充

運
死
亡
叛
散
不
反
者
衆)｣
(

巻
八
〇
、
王
羲
之
伝)

と
書
簡
で
つ
づ
っ

て
い
る
が

(

３)

、
戦
争
が
あ
い
つ
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
補
給
人
員
の
不
足
を
招

き
、｢

糧
運
継
が
ず｣

と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
な
お

｢

運
を

助
け
し
む｣

と
命
じ
、
軍
隊
規
模
の
維
持
を
は
か
る
の
は
、
前
燕
の
南

進
が
め
だ
ち
は
じ
め
た
た
め
に
、
そ
れ
に
対
応
す
る
遠
征
の
準
備
も
必

要
に
な
っ
て
き
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る

(

４)

。
以
上
の
よ
う
に
穆
帝
紀
の

こ
の
記
述
の
背
景
を
探
る
と
、
東
晋
が
補
給
に
障
害
を
き
た
す
頻
度
で

北
方
へ
の
遠
征
を
実
施
し
て
い
た
こ
と
、
中
央
政
府
は
と
き
に
遠
征
を

主
導
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
と
き
に
遠
征
継
続
に
支
障
を
生
じ
さ
せ
な

い
よ
う
便
宜
を
は
か
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
の
み
を
み
る
と
、

東
晋
が
北
伐
に
注
力
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
し
、
北
の
軍

事
的
動
静
に
関
心
が
薄
か
っ
た
と
も
言
い
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

北
伐
に
か
ん
す
る
史
料
を
み
な
お
し
て
、
東
晋
史
に
お
け
る
北
伐
の
意

義
を
再
考
す
る
必
要
が
あ
ろ
う

(

５)

。

さ
ら
に
、
東
晋
の
北
伐
に
つ
い
て
は
別
の
問
題
に
も
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

按
、
是
時
洛
陽
亦
入
於
晋
、
故
九
月
即
有
修
復
山
陵
之
使
也
。
洛

陽
、
晋
之
故
都
、
準
以
史
法
、
其
得
与
失
皆
当
大
書
於
本
紀
、
乃

晋
史
於
永
和
七
年
、
太
元
九
年
収
復
洛
陽
、
皆
略
而
不
書
、
失
軽

重
之
宜
矣
。
…
…
而
晋
三
有
之
。
及
宋
武
受
禅
、
洛
陽
猶
在
晋
域

也
。
東
晋
君
臣
雖
偏
安
江
左
、
猶
能
卓
然
自
立
、
不
与
劉
石
通
使
、

旧
京
雖
失
、
旋
亦
収
復
、
視
南
宋
之
称
臣
称
姪
恬
不
為
恥
者
、
相

去
霄
壌
矣
、�
可
以
清
談
軽
之
哉
。

按
ず
る
に
、
是
の
時

[

永
和
七
年]

洛
陽
も
亦
た
晋
に
入
れ
ば
、

故
に
九
月
に
即
ち
山
陵
を
修
復
す
る
の
使
い
有
る
な
り
。
洛
陽
は
、

晋
の
故
都
な
れ
ば
、
以
て
史
法
に
準な

ら

い
、
其
の
得
る
と
失
う
は
皆と
も

に
当
に
本
紀
に
大
書
す
べ
き
も
、
乃
ち
晋
史
は
永
和
七
年
、
太
元

九
年
に
於
い
て
洛
陽
を
収
復
す
る
こ
と
、
皆
に
略
し
て
書
か
ざ
れ

ば
、
軽
重
の
宜
し
き
を
失
し
た
り
。
…
…
而
る
に
晋
は
三
た
び
之

を
有た

も

つ
。
宋
武
の
受
禅
に
及
ぶ
も
、
洛
陽
は
猶
お
晋
域
に
在
る
な
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り
。
東
晋
の
君
臣
偏
り
て
江
左
に
安
ん
ず
と
雖
も
、
猶
お
能
く
卓

然
と
し
て
自
立
し
、
劉
石
と
使
い
を
通
じ
ず
、
旧
京
失
う
と
雖
も
、

旋め
ぐ

り
て
亦
た
収
復
す
、
南
宋
の
臣
を
称
し
姪
を
称
し
恬
と
し
て
恥

と
為
さ
ざ
る
に
視く

ら

ぶ
れ
ば
、
相
去
る
こ
と
霄
壌
な
り
、�な
ん

ぞ
清
談

を
以
て
之
を
軽
ん
ず
べ
き
や
。

こ
れ
は
銭
大�『
廿
二
史
考
異』

か
ら
の
引
用
で
あ
る

(

巻
十
八
、

｢[

永
和]

七
年
八
月
、
冉
閔
予
州
牧
張
遇
以
許
昌
来
降｣

の
条)

。
こ

こ
で
銭
氏
は
、
唐
修

『
晋
書』

の
帝
紀
が
東
晋
軍
の
挙
げ
た
実
績

(

洛

陽
回
復)

を
記
録
し
て
い
な
い
の
は
不
当
と
論
じ
、
東
晋
が
中
原
回
復

に
力
を
入
れ
、
か
つ
実
績
を
挙
げ
た
点
を
軽
視
す
べ
き
で
な
い
と
注
意

し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
を
受
け
れ
ば
、｢
北
伐
が
形
骸
化
し
た
東
晋｣

と
い
う
、
越
智
氏
以
来
し
ば
し
ば
説
か
れ
て
い
る
東
晋
像

(

６)

は
、
唐
修

『

晋
書』

が
描
き
出
そ
う
と
す
る
像
そ
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
再

生
産
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
言
説
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
念
が
生
じ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
東
晋
の
北
伐
研
究
は
た
ん
に
先
行
研
究
の
不
備
を
補

う
の
み
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
語
ら
れ
て
き
た
東
晋
像
の
検
証
へ
と
通

じ
る
。
本
稿
は
そ
う
し
た
試
み
の
初
歩
と
し
て
、
元
帝
期
に
な
さ
れ
た

北
伐
を
検
討
す
る
。

な
お
、
本
論
に
入
る
ま
え
に

｢

北
伐｣

を
定
義
し
て
お
き
た
い
。
こ

れ
ま
で
、
い
か
な
る
戦
争
を
北
伐
に
分
類
す
る
か
の
基
準
は
示
さ
れ
て

こ
ず
、
祖
逖
、�
氏
、��
、
殷
浩
、
桓
温
、
劉
裕
の
よ
う
な
比
較
的

著
名
な
人
物
が
指
導
し
た
北
伐
に
考
察
が
集
中
し
て
い
た
。
し
か
し
筆

者
は
、
右
の
代
表
的
な
も
の
に
か
ぎ
ら
ず
、
広
く
事
例
を
収
集
し
た
い

た
め
、
分
類
基
準
を
明
瞭
に
し
た
い
。
お
そ
ら
く
一
般
的
に
は
、
北
伐

は

｢

中
原

(

洛
陽)

奪
還
を
目
的
と
す
る
北
上
遠
征｣

と
了
解
さ
れ
て

い
よ
う
が
、
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
さ
ら
に
二
点
の
要
素
を
指
摘
で
き
る
。

(

１)

戦
略
的
な
戦
争
形
式
は
攻
撃
で
あ
る
。
中
原
奪
還
の
目
的
を
達

成
す
る
た
め
に
は
、｢

前
進｣

し
て

｢

敵
地
に
進
出｣

し

｢

攻
略
と
い

う
積
極
的
目
的｣ (

７)

を
達
成
し
よ
う
と
す
る
戦
争
、
す
な
わ
ち
戦
略
的
な

攻
撃
形
式
を
と
る
戦
争
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逆
に
ま
た
、
攻
撃
的

北
上
遠
征
で
あ
り
な
が
ら
、
中
原
奪
還
の
目
的
に
沿
わ
な
い
も
の
が
存

在
す
る
と
も
考
え
に
く
い
。
こ
の
仮
定
に
も
と
づ
き
、
本
稿
は

｢

中
原

奪
還
を
目
的
と
す
る
北
上
遠
征｣

を

｢

攻
撃
形
式
を
と
る
北
上
遠
征｣

と
読
み
替
え
る

(

８)

。(

２)

個
々
の
作
戦
目
標
は
中
原

(

洛
陽)

奪
還
に

限
定
さ
れ
な
い
。
中
原
奪
還
の
戦
略
目
的
の
も
と
に
実
行
さ
れ
る
戦
争

で
も
、
個
々
の
戦
争
の
作
戦
目
標
は
多
様
で
あ
り
う
る
。
た
と
え
ば
三

六
九
年
の
桓
温
の
遠
征
は
洛
陽
に
向
か
わ
ず
、
黄
河
を
渡
っ
て�業
を
都

と
す
る
前
燕
へ
侵
攻
し
た
が
、
こ
れ
は
洛
陽
の
奪
取
よ
り
も
、
敵
対
勢

力
へ
の
攻
撃
を
優
先
目
標
に
し
て
い
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た

四
〇
九
年
の
劉
裕
の
遠
征
は
山
東
の
南
燕
を
攻
撃
し
た
が
、
の
ち
に
洛

陽
奪
還
の
北
伐
を
実
行
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ

う
。
従
来
、
こ
の
ふ
た
つ
は
北
伐
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
し
、
筆
者
も

そ
う
み
な
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
、
本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
、
個
々

の
作
戦
目
標
に
限
定
条
件
を
設
け
な
い
。
以
上
を
要
す
る
に
、
本
稿
は

｢

攻
撃
形
式
を
と
る
北
上
遠
征｣

を
北
伐
の
定
義
と
す
る
。
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第
一
節

元
帝
期
の
北
伐
に
か
ん
す
る
先
行
研
究

本
節
で
は
先
行
研
究
の
解
釈
を
概
観
し
、
本
稿
の
検
討
課
題
を
具
体

化
す
る
。
ま
ず
越
智
重
明
、
田
余
慶
両
氏
の
研
究
か
ら
整
理
す
る
。

越
智
氏
は

｢
東
晋
朝
中
原
恢
復
の
一
考
察｣

(

注

(

２)

前
掲)

で

最
初
に
祖
逖
の
北
伐
を
論
じ
て
い
る
。
祖
逖
の
北
伐
は

｢

晋
室
に
対
す

る
純
忠
の
心｣

(

七
九
頁)
を
動
機
に
実
行
さ
れ
、
相
当
な
成
果
を
収

め
た
が
、
完
全
な
成
功
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
祖
逖
以
外
の

人
々
が
中
原
回
復
に
意
欲
を
も
た
ず
、
祖
逖
に
協
力
せ
ず
に
孤
立
さ
せ

て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
元
帝
ら

｢
建
康
朝
は
逖
隆
盛
期
に
於
い
て

も
、
遂
に
そ
の
活
躍
に
殆
ど
関
り
知
ら｣
(
七
五
頁)

な
か
っ
た
。
軍

事
・
経
済
上
の
理
由
も
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り

｢
大
な
る
理
由｣

は

｢

建

康
朝
政
を
壟
断
し
た
王
敦
等
王
氏
勢
力
が
祖
逖
の
…
…
有
力
化
を
忌
み

中
原
恢
復
に
援
助｣

(

と
も
に
七
六
頁)

し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

南
北
の
諸
将
も
提
携
の
意
志
が
な
く
、
元
帝
の
側
近
も
連
携
を
取
ろ
う

と
し
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
当
時
の
人
々
は
中
原
回
復
に
心
を
合
わ

せ
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え

｢

た
と
へ
元
帝
が
漸
く
逖

等
中
原
諸
将
の
活
躍
に
意
を
有
し
た
と
し
て
も
、
逖
の
孤
立
化
は
必
然

的
で
あ
り
、
引
い
て
は
東
晋
国
に
於
け
る
一
致
し
て
の
行
動
は
…
…
事

実
上
不
可
能｣

(

七
九
頁)

だ
っ
た
と
す
る
。
引
用
文
に

｢

た
と
へ
元

帝
が
…
…
意
を
有
し
た
と
し
て
も｣

と
あ
る
よ
う
に
、
元
帝
も
諸
将
同

様
、
祖
逖
に
関
心
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
越
智
氏
は
考
え
て
い
る
よ

う
で
あ
り
、
の
ち
の
論
考
で
は
元
帝
に
北
伐
の
意
志
は
な
か
っ
た
と
明

言
さ
れ
て
い
る

(

９)

。
祖
逖
以
後
、
建
康
と
荊
州
軍
閥
の
あ
い
だ
で
相
手
の

勢
力
伸
長
を
抑
制
す
る
手
段
と
し
て
北
伐
が
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

と
、
そ
の

｢

本
来
の
意
義｣

を
喪
失
し
は
じ
め
、
つ
い
に
は
権
勢
者
の

｢

非
望
達
成
の
手
段｣

(

と
も
に
八
二
頁)

と
化
し
た
と
い
う
。

田
氏
は

『

東
晋
門
閥
政
治』 (�)

に
お
い
て
、
元
帝
と
王
導
の

｢

共
天
下｣

時
期
は
、
銭
大�
の
言
う

｢

劉
石
と
使
い
を
通
じ
ず｣

(

本
稿

｢

は
じ

め
に｣

で
引
用)

の
態
度
が
採
ら
れ
て
い
た
が
、
表
面
上
の
こ
と
に
す

ぎ
な
か
っ
た
と
す
る
。
王
導
は
人
心
を
得
る
こ
と
に
腐
心
し
、｢

天
下

を
正
し
、
人
々
を
糾
合
す
る
つ
も
り
が
な
い(

没
有
一
匡
九
合
的
抱
負)｣

、

元
帝
は
政
権
の
確
立
を
急
務
と
し
、｢

真
剣
に
中
原
奪
還
を
考
え
て
い

た
の
で
は
な
か
っ
た

(

不
真
正
以
中
原
為
念)｣

た
め
、
彼
ら
は

｢

北

伐
を
任
務
に
す
る(

以
北
伐
為
務)｣

(

す
べ
て
三
一
頁)

こ
と
は
な
か
っ

た
。
二
人
の
最
大
の
願
望
は

｢

境
界
を
維
持
し
て
一
時
の
安
寧
を
得
る

(

保
境
苟
安)｣

(

三
一
頁)

こ
と
で
、
な
る
べ
く
劉
氏
や
石
氏
を
刺
激

し
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
た
め
、
か
え
っ
て
抗
戦
に
消
極
的
だ
っ
た
。

そ
し
て

｢

王
氏
と
司
馬
氏
の
朝
廷
で
、
高
位
に
就
き
な
が
ら
真
剣
に

〝

神
州
の
回
復〞

を
考
え
て
い
た
者
は
、
ま
っ
た
く
い
な
か
っ
た
と
言
っ

て
よ
い

(

王
、
馬
朝
廷
居�
職
而
真
正
以

〝

神
州
克
服〞

為
念
的
人
、

可
説
是
絶
無
僅
有)｣

(

三
一
頁)

と
い
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
政
情

に
あ
っ
て
、
北
伐
の

｢

元
来
の
意
味

(

原
有
的
意
義)｣

(

三
一
頁)

た

る

｢

正
義
の
名
分

(

正
義
的
口
号)｣

や

｢

時
代
の
要
求(

時
代
的
要

求)｣
(

と
も
に
一
〇
六
頁)

を
た
だ
独
り
で
実
践
し
た
の
が
祖
逖
で
あ
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る
。
彼
は
江
南
豪
族
の
利
害
や
建
康
の
政
局
に
左
右
さ
れ
ず
に
独
立
し

て
北
伐
を
お
こ
な
い
、
江
南
の
安
全
を
保
障
し
た
。
ゆ
え
に
東
晋
時
代

の
北
伐
の

｢

最
高
典
型｣

(

一
〇
七
頁)

で
あ
る
。
し
か
し
祖
逖
以
後

の
北
伐
は
、
権
臣
に
よ
る
権
威
強
化
の
手
段
と
化
し
て
し
ま
い
、
本
来

の
理
念
か
ら
乖
離
し
て
し
ま
っ
た
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
両
氏
の
見
解
は
お
お
む
ね
共
通
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

元
帝
期
に
実
行
さ
れ
た
北
伐
と
し
て
祖
逖
の
み
を
論
じ
る
点
、
祖
逖
だ

け
が
熱
心
に
北
伐
に
取
り
組
ん
だ
と
す
る
点
、
元
帝
は
北
伐
に
関
心
が

薄
か
っ
た
と
す
る
点
、
で
あ
る
。
中
国
に
は
祖
逖
の
専
論
が
い
く
つ
か

あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
視
点
に
か
ん
し
て
は
お
お
む
ね
共
通
し
て
お
り
、

祖
逖
の
北
伐
を
成
功
と
失
敗
い
ず
れ
と
み
る
か
、
失
敗
と
す
る
な
ら
主

因
は
何
か
、
祖
逖
は
愛
国
者
か
否
か
で
見
解
が
分
か
れ
て
い
る

(�)
。
た
だ

施
光
明
氏
の
み
、
朝
廷
は
祖
逖
の
北
伐
を
支
持
し
て
い
た
と
し
、
そ
の

論
拠
と
し
て
、
こ
の
時
期
の
東
晋
は
政
権
の
基
礎
を
固
め
る
時
間
を
稼

ぐ
た
め
に

｢

攻
撃
を
も
っ
て
防
御
と
す
る｣

戦
略
を
と
っ
て
い
た
こ
と
、

祖
逖
の
北
伐
は
こ
の
目
的
に
忠
実
で
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る

(�)
。
つ

ま
り
氏
の
見
解
は
、
元
帝
ら
も
祖
逖
も
み
な

｢

真
剣
に
中
原
奪
還
を
考

え
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た｣

と
み
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
を
肯
定
的

に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
ほ
か
、
元
帝
期
の
政

治
を
主
題
と
し
た
研
究
だ
と
、
川
勝
義
雄
氏
は
祖
逖
に
わ
ず
か
に
触
れ

る
も
の
の

(�)

、
他
の
諸
氏
は
北
伐
を
取
り
上
げ
て
い
な
い

(�)
。

以
上
、
元
帝
期
の
北
伐
理
解
と
し
て
は
、
越
智
氏
と
田
氏
を
代
表
的

な
解
釈
と
み
な
し
て
大
過
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
北
伐
指
導
者

の
動
機
の
比
較
に
多
く
論
述
を
割
く
両
氏
の
関
心
は
、
北
伐
と
い
う
よ

り
も
、
北
伐
を
指
導
し
て
い
た
人
物
に
、
そ
れ
も
功
名
心
の
有
無
が
史

料
か
ら
推
測
し
や
す
い
特
定
の
人
物
た
ち
に
向
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
祖
逖
以
外
に
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
祖
逖
以
外
の
動

静
へ
の
注
意
が
薄
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
可
能
性
が
な
い
だ
ろ
う
か
。

両
氏
と
は
異
な
る
評
価
軸
を
も
つ
施
光
明
氏
も
、
祖
逖
以
外
の
北
方
軍

事
活
動
を
一
瞥
し
て
い
な
い
点
で
、
同
様
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
ま

た
、
越
智
氏
、
田
氏
が
強
調
す
る
北
伐
に
無
関
心
と
い
う
元
帝
像
も
、

論
拠
と
な
る
史
料
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
い
っ
た
い
、
郷
里
喪
失
と
い

う
経
験
は
、
そ
の
経
験
の
当
事
者
た
ち
に
す
ら
、
な
ん
ら
か
の
行
動
を

迫
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
の
主
要
な
検
討
課
題
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
元
帝
期
の
北
伐

は
祖
逖
の
み
だ
っ
た
の
か
、
北
伐
に
無
関
心
と
い
う
元
帝
像
は
妥
当
な

の
か
。
こ
れ
ら
を
史
料
に
即
し
て
確
認
す
る
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
祖

逖
と
蔡
豹
の
出
征
を

(

第
二
節)

、
次
に
三
二
一
年
の
劉
隗
と
戴
淵
の

出
鎮
を
考
察
す
る

(

第
三
節)

。
本
来
な
ら
ば
元
帝
期
の
す
べ
て
に
検

討
を
く
わ
え
る
べ
き
だ
が
、
史
料
の
残
存
状
況
や
紙
数
の
問
題
も
あ
る

た
め
、
こ
の
ふ
た
つ
の
軍
事
行
動
に
論
点
を
し
ぼ
る
。

第
二
節

祖
逖
と
蔡
豹
の
出
征

『

資
治
通
鑑』
巻
八
八
に
よ
れ
ば
、
祖
逖
は
三
一
三
年
に
予
州
刺
史

に
任
じ
ら
れ
、
北
伐
を
開
始
し
た

(�)
。
祖
逖
伝
に

｢

時
に
帝
方ま
さ

に
拓ひ
ら

き
て
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江
南
を
定
め
ん
と
し
、
未
だ
北
伐
に
遑
い
と
ま

あ
ら
ざ
れ
ば
、
逖
進
み
説
き

て
曰
く
…
…

(

時
帝
方
拓
定
江
南
、
未
遑
北
伐
、
逖
進
説
曰
…
…)｣

と
あ
り
、
北
伐
は
祖
逖
自
身
の
希
望
だ
っ
た
と
い
う
。
前
節
で
み
た
よ

う
に
、
従
来
の
研
究
で
は
元
帝
期
に
実
行
さ
れ
た
北
伐
と
し
て
祖
逖
の

み
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
実
際
に
は
巻
八
一
、
蔡
豹
伝
に
、

避
乱
南
渡
、
元
帝
以
為
振
武
将
軍
、
臨
淮
太
守
、
遷
建
威
将
軍
、

徐
州
刺
史
。
初
、
祖
逖
為
徐
州
、
豹
為
司
馬
、
素
易
豹
。
至
是
、

逖
為
予
州
、
而
豹
為
徐
州
、�
受
征
討
之
寄
、
逖
甚
愧
之
。

乱
を
避
け
て
南
に
渡
り
、
元
帝
以
て
振
武
将
軍
、
臨
淮
太
守
と
為

し
、
建
威
将
軍
、
徐
州
刺
史
に
遷
る
。
初
め
、
祖
逖
は
徐
州
と
為

り
、
豹
は
司
馬
と
為
る
も
、
素も

と

よ
り
豹
を
易か
ろ

ん
ず
。
是
に
至
り
、

逖
は
予
州
と
為
る
も
、
豹
は
徐
州
と
為
り
、�と

も

に
征
討
の
寄
を
受

け
れ
ば
、
逖
甚
だ
之
を
愧
ず
。

と
あ
る
よ
う
に
、
祖
逖
の
部
下
で
あ
っ
た
蔡
豹
が
同
時
期
に
徐
州
刺
史

に
任
じ
ら
れ
、
祖
逖
と
と
も
に
元
帝
か
ら

｢

征
討
の
寄｣
を
受
け
て
お

り
、
実
際
に
こ
の
の
ち
、
徐
州
で
活
動
し
て
い
る
。
祖
逖
伝
、
蔡
豹
伝

を
み
る
か
ぎ
り
で
は
、
出
征
後
の
両
者
に
は
ほ
と
ん
ど
接
点
が
な
い
た

め
、
蔡
豹
が
実
質
的
に
祖
逖
の
指
揮
に
属
し
て
い
た
可
能
性
は
考
え
に

く
く
、
祖
逖
と
同
様
の
程
度
に
自
律
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
出
征
が
元
帝
の

｢

征
討
の
寄｣

に
由
来
す
る
と
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
注
目
し
た
い
。
元
帝
自
身
に
お
い
て
も
、
予
州
と
徐
州
そ
れ
ぞ

れ
を
平
定
す
る
意
志
が
あ
り
、
そ
こ
で
二
人
を
各
地
域
の
刺
史
に
任
命

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
祖
逖
の
北
伐
は
、
彼
自
身
の
強
い
希
望

が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
単
独
行
動
と
は
言
い
が
た
く
、
元
帝
ら
の
戦
略
に

沿
っ
た
行
動
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
巻
二
〇
、
礼
志
中
に
、｢

建
武
元

年｣
(

正
し
く
は

｢

太
興
元
年｣

で
あ
ろ
う)

に
温�
が
河
北
へ
の
帰

還
を
要
望
し
た
と
き
に
元
帝
が
下
し
た
詔
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
一
節
に

｢

今
桀
逆
未
だ
梟さ
ら

さ
れ
ず
、
平
陽
の
道
断
た
れ
れ
ば
、
奉
迎

の
諸
軍
す
ら
猶
お
未
だ
径た

だ

ち
に
進
む
を
得
ず

(

今
桀
逆
未
梟
、
平
陽
道

断
、
奉
迎
諸
軍
猶
未
得
径
進)｣

と
あ
り
、
元
帝
ら
の
当
面
の
目
標
は

平
陽
に
い
た
る

｢

道｣

の
制
圧
に
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

つ
づ
い
て
二
人
の
動
き
を
追
う
。
ま
ず
祖
逖
の
行
動
を
確
認
す
る
。

彼
は
は
じ
め
に
淮
陰
で
兵
士
と
武
器
を
調
達
し
、
そ
れ
か
ら�
に
向
か

い
、
す
で
に
元
帝
に
遣
使
し
て
い
た
当
地
の
塢
主
ら
に
連
絡
を
取
っ
た

が
、
か
え
っ
て
反
発
を
招
き
、
敵
対
関
係
に
転
じ
て
し
ま
っ
た

(

祖
逖

伝
、
巻
八
一
、
桓
宣
伝
、『

資
治
通
鑑』

巻
八
八
、
建
興
元
年
の
条)

。

｢

歳
余｣

を
経
て�
の
塢
主
ら
を
制
圧
し

(

祖
逖
伝)

、
こ
の
機
に
乗
じ

て
襲
来
し
た
石
虎
も
撃
退
し
た

(

元
帝
紀
、
祖
逖
伝)

。
三
一
七
年
の

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
周
辺
地
域
の
塢
主
ら
を
服
従
さ
せ
つ
つ

(

祖

逖
伝
、
桓
宣
伝)

、
北
の
蓬
陂
の
塢
主
で
あ
っ
た
陳
川
、
い
わ
ゆ
る

｢

乞
活｣

と
の
抗
争
を
は
じ
め
る

(

祖
逖
伝)

。
三
一
九
年
、
後
趙
が
陳

川
の
応
援
に
く
わ
わ
り
、
以
後
は
陳
川
の
塢
壁
で
後
趙
軍
と
の
攻
防
を

つ
づ
け
、
三
二
〇
年
に
後
趙
軍
を
東
燕
へ
退
け
、
浚
儀
か
ら
追
い
出
し

た

(

元
帝
紀
、
祖
逖
伝)

。
祖
逖
は
陳
川
の
塢
壁
と
そ
の
北
の
封
丘
に

軍
を
駐
屯
さ
せ
、
自
身
は
浚
儀
の
東
の
雍
丘
に
駐
留
地
を
移
し
た

(

祖

逖
伝)

。
こ
こ
に
い
た
っ
て

｢[

石]

勒
の
鎮
戍
の
帰
附
す
る
者
甚
だ
多
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し

(

勒
鎮
戍
帰
附
者
甚
多)｣

と
祖
逖
伝
は
伝
え
る
が
、
巻
一
〇
五
、

石
勒
載
記
下
に
も

｢

河
よ
り
以
南
は
多
く

[

石]

勒
に
背
き
帰
順
す

(
自
河
以
南
多
背
勒
帰
順)｣

と
あ
り
、
祖
逖
の
影
響
力
が
黄
河
の
南
に

ま
で
達
し
た
の
は
た
し
か
の
よ
う
で
あ
る
。
以
後
、
雍
丘
で
は

｢

農
桑

を
勧
め
て
督
し

(

勧
督
農
桑)｣

(

祖
逖
伝)

つ
つ
、
妻
子
も
帯
同
し
、

百
姓
と
も
交
流
し
て
い
た
と
い
う
。
お
そ
ら
く
屯
田
の
実
施
な
ど
、
拠

点
構
築
に
注
力
し
た
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に

｢

城
の
北
は
黄
河
に
臨
み
、

西
は
成
皋
に
接
す

(

城
北
臨
黄
河
、
西
接
成
皋)｣

(

祖
逖
伝)

と
い
う

虎
牢
で
塁
壁
の
修
繕
も
お
こ
な
っ
て
い
る
。
西
晋
末
以
来
、
洛
陽
近
辺

に
留
ま
っ
て
い
た
李
矩
ら
と
も
こ
の
こ
ろ
に
連
絡
を
取
っ
た
よ
う
で
あ

る

(�)
。こ

の
数
年
に
わ
た
る
行
動
に
対
し
、
元
帝
が
な
ん
ら
か
の
介
入
を
し

た
形
跡
は
な
く
、
祖
逖
も
元
帝
に
い
ち
い
ち
采
配
を
仰
い
で
い
た
よ
う

に
は
み
え
な
い
。
ま
た
越
智
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
南
中
郎
将
の
王
含

が
桓
宣
を
応
援
に
派
遣
し
た

(

桓
宣
伝)

以
外
、
諸
将
が
祖
逖
に
連
携

し
た
記
録
は
な
い
。
し
か
し
こ
う
し
た
こ
と
を
も
っ
て
、
元
帝
や
諸
将

ら
が
北
伐
に
無
関
心
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
ど
の
よ

う
な
指
標
に
よ
っ
て
無
関
心
を
規
定
で
き
る
か
が
問
題
だ
が
、
こ
れ
を

｢

協
力
可
能
だ
っ
た
の
に
し
な
か
っ
た
こ
と｣

と
置
き
換
え
て
考
え
て

み
よ
う
。
越
智
氏
が
例
示
す
る
襄
陽
に
駐
留
す
る
将

(

周
訪
、
甘
卓)

は
三
一
九
年
五
月
ま
で
連
年
、
荊
州
の
鎮
圧
に
奔
走
し
て
お
り
、
す
ぐ

次
の
行
動
に
移
れ
た
と
は
思
え
な
い
。
や
は
り
例
示
さ
れ
て
い
る
厭
次

の
塢
主

(

邵
続
、
段
匹�)
は
東
西
に
敵
対
勢
力
が
お
り
、
三
二
〇
年

の
は
じ
め
に
は
石
虎
の
攻
囲
を
受
け
て
い
る
。
後
述
す
る
徐
州
の
蔡
豹

は
三
一
八
―
三
二
〇
年
ま
で
軍
事
行
動
を
展
開
し
て
い
た
。
逆
に
み
れ

ば
、
祖
逖
も
こ
う
し
た
諸
将
ら
を
援
助
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
祖
逖

へ
の
無
援
の
み
を
強
調
す
る
の
は
一
方
的
で
あ
ろ
う
。
元
帝
に
つ
い
て

は
、
こ
の
当
時
の
元
帝
の
軍
隊
組
織
や
経
済
状
況
の
脆
弱
さ
は
す
で
に

指
摘
が
あ
る
が

(�)

、
祖
逖
の
出
発
時
に

｢

千
人
の
廩
、
布
三
千
匹
を
給
う

も
、
鎧
仗
を
給
わ
ず
、
自
ら
招
募
せ
し
む

(

給
千
人
廩
、
布
三
千
匹
、

不
給
鎧
仗
、
使
自
招
募)｣

(

祖
逖
伝)

と
、
兵
器
・
兵
士
を
支
給
し
て

い
な
い
の
も
そ
う
し
た
事
情
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
の
記
述
に
み

ら
れ
る
よ
う
に
、
食
料
補
給
の
支
援
は
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
祖

逖
が�
の
塢
主
と
交
戦
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
、
祖
逖
伝
に
元

帝
が

｢

糧
を
運
ば
し
め
て
之
に
給
す
も
、
道
遠
け
れ
ば
至
ら
ず
、
軍
中

大
い
に
飢
う

(

使
運
糧
給
之
、
而
道
遠
不
至
、
軍
中
大
飢)｣

と
あ
る

が
、
こ
れ
は
元
帝
か
ら
の
補
給
が
な
け
れ
ば
祖
逖
軍
は
維
持
で
き
な
か
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
雍
丘
以
後
の
祖
逖
は
屯
田
を
お
こ
な
っ
て
い

た
形
跡
が
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
元
帝
か
ら
の
補
給
を
受
け
て
い
た
可

能
性
が
あ
る

(�)
。
ま
た
三
一
七
年
六
月
に
祖
逖
が
石
虎
を
撃
退
し
た
さ
い
、

元
帝
は
檄
を
発
し
て
祖
逖
の
勝
利
を
称
賛
し
、
車
騎
将
軍
の
琅
邪
王�

ら
｢

九
軍｣

の

｢

鋭
卒
三
万｣

を

｢

水
陸
四
道｣

か
ら

｢

賊
場｣

に
向

か
わ
せ
、｢

逖
の
節
度

(

逖
節
度)｣

を
受
け
さ
せ
て
い
る

(

元
帝
紀)

。

こ
の
当
時
に
お
い
て

｢

三
万｣

の
規
模
は
現
実
味
を
欠
く
よ
う
に
思
わ

れ

(�)
、
ま
た
越
智
氏
が
言
う
よ
う
に

｢

龍
頭
蛇
尾｣

の
結
果
に
終
わ
っ
た

と
し
て
も

(�)
、
元
帝
が
祖
逖
の
行
動
に
ま
っ
た
く
反
応
し
な
か
っ
た
わ
け

― 54 ―



で
も
な
い

(�)
。

次
に
徐
州
の
蔡
豹
に
つ
い
て
述
べ
る
。
最
初
に
記
録
に
み
え
る
蔡
豹

の
活
動
は
三
一
八
年
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
年
、
彭
城
内
史
の
周
撫
が

沛
国
内
史
の
周
黙
を
殺
害
し
、
彭
城
を
も
っ
て
石
勒
に
降
る
事
件
が
起

き
た

(

元
帝
紀)
。
巻
八
一
、
劉
遐
伝
に
よ
る
と
、
こ
の
両
名
は
当
地

の
塢
主
で
あ
る
。
内
史
を
授
か
っ
て
い
る
の
は
元
帝
に
遣
使
し
た
か
ら

で
あ
ろ
う

(�)
。
こ
れ
に
対
し
、
蔡
豹
、
泰
山
の
塢
主
と
思
し
き
泰
山
太
守

の
徐
龕
、
下�
に
駐
留
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
行
主
で
下�
内
史
の

劉
遐
ら
が
共
同
し
て
制
圧
し
た

(
蔡
豹
伝
、
劉
遐
伝)

。
こ
の
過
程
か

ら
わ
か
る
よ
う
に
、
蔡
豹
は
当
地
の
塢
主
ら
を
味
方
に
つ
け
て
い
る
。

周
撫
に
し
て
も
、
そ
む
い
て
よ
う
や
く
討
た
れ
た
の
だ
か
ら
、
従
前
ま

で
は
周
黙
と
も
ど
も
蔡
豹
に
従
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

(�)
。
お
そ
ら
く

祖
逖
と
同
様
に
、
蔡
豹
は
最
初
に
当
地
の
塢
主
ら
に
接
触
を
試
み
て
、

そ
し
て
祖
逖
と
ち
が
っ
て
、
彼
ら
と
穏
便
な
関
係
を
築
く
の
に
成
功
し

た
の
だ
ろ
う
。
塢
主
ら
の
授
官
す
な
わ
ち
遣
使
が
蔡
豹
の
斡
旋
に
よ
る

も
の
な
の
か
は
断
定
し
か
ね
る
が
、
そ
う
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
蔡

豹
は
当
地
の
塢
主
ら
を
と
り
ま
と
め
、
徐
州
に
お
け
る
元
帝
の
影
響
力

を
高
め
る
の
に
寄
与
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

周
撫
制
圧
後
、
評
定
に
不
満
を
抱
い
た
徐
龕
は
三
一
九
年
四
月
に
泰

山
で
そ
む
く

(

元
帝
紀
、
蔡
豹
伝)

。
ほ
ど
な
く
徐
龕
は
晋
に
降
っ
た

が
、
す
ぐ
に
ま
た
そ
む
い
て
石
勒
に
つ
き
、
石
勒
か
ら
応
援
軍
が
派
遣

さ
れ
た

(

蔡
豹
伝)

。
こ
こ
で
元
帝
は
積
極
的
な
介
入
を
は
じ
め
る
。

蔡
豹
伝
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

詔
征
虜
将
軍
羊
鑑
、
武
威
将
軍
侯
礼
、
臨
淮
太
守
劉
遐
、
鮮
卑
段

文
鴦
等
与
豹
共
討
之
。
諸
将
畏
懦
、
頓
兵
下�
、
不
敢
前
。
豹
欲

進
軍
、
鑑
固
不
許
。
龕
…
…
復
求
降
。
元
帝
悪
其
反
覆
、
不
納
、

勅
豹
、
鑑
以
時
進
討
。
鑑
及
劉
遐
等
並
疑
憚
、
不
相
聴
従
、
互
有

表
聞
、
故
豹
久
不
得
進
。
尚
書
令�
協
奏
曰
、｢

臣
等
伏
思
淮
北

征
軍
已
失
不
速
、
今
方
盛
暑
…
…
、
宜
頓
兵
所
在
、
深
壁
固
塁
、

至
秋
不
了
、
乃
進
大
軍｣

。
詔
曰
、｢

…
…
小
賊
雖
狡
猾
、
故
成
擒

耳
。
未
戦
而
退
、
先
自
摧
衄
、
亦
古
之
所
忌
。
且
邵
存
已
拠
賊
塁
、

威
勢
既
振
、
不
可
退
一�
也｣

。
於
是
遣
治
書
御
史��
為
行
台
、

催
摂
令
進
討
。
豹
欲
径
進
、
鑑
執
不
聴
。
協
又
奏
免
鑑
官
、
委
豹

為
前
鋒
、
以
鑑
兵
配
之
、
降
号
折
衝
将
軍
、
以
責
後
効
。

詔
し
て
征
虜
将
軍
の
羊
鑑
、
武
威
将
軍
の
侯
礼
、
臨
淮
太
守
の
劉

遐
、
鮮
卑
の
段
文
鴦
ら
を
し
て

[

蔡]

豹
と
共
に
之
を
討
た
し
む
。

諸
将
畏
懦
し
、
兵
を
下�
に
頓と

ど

め
、
敢
え
て
前す
す

ま
ず
。
豹
、
軍
を

進
め
ん
と
欲
す
る
も
、
鑑
固
く
許
さ
ず
。[

徐]

龕
…
…
復
た
降

る
を
求
む
。
元
帝
其
の
反
覆
を
悪
み
、
納
め
ず
、
豹
、
鑑
に
勅
し

時
を
以
て
進
み
て
討
た
し
む
。
鑑
及
び
劉
遐
ら
並
び
に
疑
い
憚
り
、

相
い
聴
従
せ
ず
、
互
い
に
表
聞
有
れ
ば
、
故
に
豹
久
し
く
進
む
を

得
ず
。
尚
書
令
の�
協
奏
し
て
曰
く
、｢

臣
ら
伏
し
て
思
う
に
、

淮
北
諸
軍
は
已
に
失
し
て
速
や
か
な
ら
ず
、
今
方
に
盛
暑
な
れ
ば

…
…
、
宜
し
く
兵
を
所
在
に
頓
め
、
壁
を
深
く
し
て
塁
を
固
め
、

秋
の
了お

わ

ら
ざ
る
に
至
り
て
、
乃
ち
大
軍
を
進
む
べ
し｣

と
。
詔
し

て
曰
く
、｢
…
…
小
賊
狡
猾
と
雖
も
、
故も
と

よ
り
擒
と
成
す
の
み
。
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未
だ
戦
わ
ず
し
て
退
き
、
先
に
自
ら
摧く
だ

き
て
衄く
じ

く
は
、
亦
た
古
の

忌
む
と
こ
ろ
な
り
。
且
つ
邵
存
已
に
賊
の
塁
に
拠
り
、
威
勢
既
に

振
る
わ
ば
、
一
歩
と
し
て
退
く
べ
か
ら
ざ
る
な
り｣

と
。
是
に
於

い
て
治
書
侍
御
史
の��
を
遣
わ
し
て
行
台
と
為
し
、
催

う
な
が

し
摂か

わ
り
て
進
み
討
た
し
む
。
豹
径た
だ

ち
に
進
ま
ん
と
欲
す
る
も
、
鑑
執

り
て
聴
か
ず
。
協
も
又
た
鑑
の
官
を
免
ず
る
を
奏
せ
ば
、
豹
に
委

ね
て
前
鋒
と
為
し
、
鑑
の
兵
を
以
て
之
に
配
し
、
号
を
折
衝
将
軍

に
降
し
、
以
て
後
の
効

い
さ
お

を
責も
と

む
。

時
系
列
順
に
説
明
を
く
わ
え
る
。
巻
八
一
、
羊
鑑
伝
に
よ
れ
ば
、
徐

龕
の
反
乱
に
さ
い
し
、
王
導
は

｢[
羊]

鑑
是
れ

[

徐]

龕
の
州
里
の

冠
族
な
れ
ば
、
必
ず
能
く
之
を
制
さ
ん

(
鑑
是
龕
州
里
冠
族
、
必
能
制

之)｣

と
考
え
て

｢

遣
わ
し
て
北
討
せ
し
む

(
遣
北
討)｣

こ
と
を
要
請

し
、
羊
鑑
は
征
討
都
督
に
任
じ
ら
れ
た
。
派
遣
は
三
一
九
年
八
月
で
あ

る

(

元
帝
紀)

。
の
ち
に
羊
鑑
の
罷
免
時
に

｢

鑑
の
兵
を
以
て
之
に
配

す｣

と
前
引
蔡
豹
伝
に
あ
る
の
で
、
羊
鑑
が
指
揮
を
執
る
部
隊
が
実
際

に
編
制
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
羊
鑑
、
劉
遐
、
段
文
鴦
、
蔡

豹
ら
に
共
同
で
徐
龕
討
伐
に
あ
た
る
よ
う
詔
が
下
っ
た
。
段
文
鴦
に
つ

い
て
補
足
す
る
と
、
彼
は
西
晋
末
に
劉�昆
と
組
ん
だ
こ
と
で
知
ら
れ
る

鮮
卑
の
段
匹�
の
弟
で
、
当
時
は
厭
次
の
塢
主
の
邵
続
に
身
を
寄
せ
て

い
た

(

巻
六
三
、
段
匹�
伝)

。
巻
六
三
、
邵
続
伝
に

｢

太
興
の
初
め
、

[

邵]

続
、[

邵]

存
及
び
文
鴦
を
遣
わ
し
て
済
南
の
黄
巾
固
に
屯
せ
し

め
、
因
り
て
以
て

[

曹]

嶷
に
逼
ら
し
む

(

太
興
初
、
続
遣
存
及
文
鴦

屯
済
南
黄
巾
固
、
因
以
逼
嶷)｣

と
あ
る
の
に
も
と
づ
け
ば
、
こ
の
こ

ろ
段
文
鴦
ら
は
青
州
に
割
拠
し
て
い
る
曹
嶷
を
牽
制
す
る
目
的
で
泰
山

の
北
の
済
南
に
駐
留
し
て
お
り
、
そ
れ
を
把
握
し
て
い
た
元
帝
が
加
勢

す
る
よ
う
命
じ
た
の
だ
ろ
う

(�)

。
名
が
挙
が
っ
て
い
る
も
う
一
人
の
侯
礼

は
記
録
が
少
な
く
、
素
性
は
不
明
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
討
伐
軍
は
羊
鑑
と
当
地
の
諸
軍
か
ら
構
成
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
し
、
前
引
蔡
豹
伝
の
後
文
に

｢

蔡
豹
は
羊
鑑
の
許
可
が
出
な

か
っ
た
の
で
進
め
な
か
っ
た｣

旨
の
記
述
が
二
度
み
え
て
い
る
こ
と
、

元
帝
紀
、
太
興
二
年

(

三
一
九
年)

八
月
の
条
に

｢

太
子
左
衛
率
の
羊

鑑
を
遣
わ
し
征
虜
将
軍
を
行
せ
し
め
、
徐
州
刺
史
の
蔡
豹
を
統
べ
て
之

を
討
た
し
む

(

遣
太
子
左
衛
率
羊
鑑
行
征
虜
将
軍
、
統
徐
州
刺
史
蔡
豹

討
之)｣

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
羊
鑑
が
討
伐
軍
の
総
帥
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
、
元
帝
は
徐
龕
討
伐
の
た
め
に
中
央
で
軍
を
組
織
し
て
派
遣
し
、

現
地
で
活
動
す
る
軍
を
そ
の
指
揮
下
に
入
れ
た
の
で
あ
る

(�)

。

と
こ
ろ
が
討
伐
軍
は
下�
に
駐
留
し
た
ま
ま
、
徐
龕
の
い
る
泰
山
へ

進
も
う
と
し
な
か
っ
た
。
そ
の
間
、
徐
龕
は
石
勒
軍
の
横
暴
に
辟
易
し
、

元
帝
へ
再
度
の
投
降
を
希
望
し
た
が
、
元
帝
は
受
け
入
れ
ず
、
蔡
豹
ら

に

｢

時
を
以
て
進
み
て
討
つ｣

よ
う
命
じ
た
。
そ
れ
で
も
進
軍
せ
ず
に

時
機
を
逸
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
元
帝
は
詔
で

｢

一
歩
と
し
て
退
く
べ

か
ら
ざ
る
な
り｣

と
命
じ
、
撤
退
を
禁
じ
た
う
え
、
治
書
侍
御
史
を
派

遣
し
て
行
台
を
設
け

(�)
、
進
軍
を
督
促
し
た
。
そ
れ
で
も
な
お
羊
鑑
は
進

も
う
と
し
な
か
っ
た
た
め
、
と
う
と
う
免
官
さ
れ

(�)

、
蔡
豹
も
降
格
処
分

を
受
け
た
。
こ
の
の
ち
、
討
伐
軍
の
総
指
揮
は
蔡
豹
が
執
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
蔡
豹
伝
に
は
こ
の
あ
と
の�
末
を
記
し
て
、
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豹
進
拠
卞
城
、
欲
以
逼
龕
。
時
石
季
龍
屯
鉅
平
、
将
攻
豹
、
豹
夜

遁
、
退
守
下�
。
…
…
豹
既
敗
、
将
帰
謝
罪
、
北
中
郎
将
王
舒
止

之
、
曰
、｢

胡
寇
方
至
、
使
君
且
当
摂
職
、
為
百
姓
障
扞
。
賊
退

謝
罪
、
不
晩
也｣

。
豹
従
之
。
元
帝
聞
豹
退
、
使
収
之
。
使
者
至
、

王
舒
夜
以
兵
囲
豹
、
…
…
舒
執
豹
、
送
至
建
康
、
斬
之
、
尸
于
市

三
日
。

[

蔡]

豹
進
み
て
卞
城
に
拠
り
、
以
て

[

徐]

龕
に
逼
ら
ん
と
欲

す
。
時
に
石
季
龍
鉅
平
に
屯
し
、
将
に
豹
を
攻
め
ん
と
す
れ
ば
、

豹
夜
に
遁
げ
、
退
き
て
下�
を
守
る
。
…
…
豹
既
に
敗
れ
れ
ば
、

将
に
帰
り
て
謝
罪
せ
ん
と
す
る
も
、
北
中
郎
将
の
王
舒
、
之
を
止

め
、
曰
く
、｢

胡
寇
方
に
至
ら
ん
と
す
れ
ば
、
使
君
且
つ
当
に
職

に
摂か

わ
り
、
百
姓
の
障
扞
と
為
る
べ
し
。
賊
退
き
て
謝
罪
す
る
も
、

晩
か
ら
ざ
る
な
り｣

と
。
豹
、
之
に
従
う
。
元
帝
、
豹
の
退
く
を

聞
き
、
之
を
収
め
し
む
。
使
者
至
り
、
王
舒
夜
に
兵
を
以
て
豹
を

囲
う
、
…
…
舒
、
豹
を
執
え
、
送
り
て
建
康
に
至
り
、
之
を
斬
り
、

市
に
尸さ

ら

す
こ
と
三
日
な
り
。

と
あ
り
、
蔡
豹
が
敗
退
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
彼
が
そ
の

立
場
に
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う

(�)

。

以
上
の
経
過
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
徐
龕
討
伐
を
め
ぐ
っ
て
、
元

帝
は
強
い
執
着
を
も
っ
て
事
態
に
臨
み
、
現
地
軍
を
監
督
し
て
い
る
。

本
節
で
の
検
討
か
ら
次
の
こ
と
が
確
認
で
き
た
。(

１)

元
帝
の
時

期
に
お
こ
な
わ
れ
た
北
伐
は
祖
逖
の
み
で
は
な
い
、
す
な
わ
ち
祖
逖
と

同
時
期
に
蔡
豹
が
出
征
し
て
お
り
、
両
者
の
軍
事
行
動
は
元
帝
即
位
の

前
年
で
あ
る
三
一
七
年
か
ら
展
開
さ
れ
て
い
た
。(

２)

元
帝
は
祖
逖

の
動
静
に
注
意
を
払
っ
て
い
た
し
、
蔡
豹
に
は
強
い
介
入
を
お
こ
な
っ

て
い
た
。(

３)

元
帝
は
北
方
情
勢
に
無
関
心
で
は
な
く
、
む
し
ろ
関

心
を
寄
せ
て
い
た
と
い
え
る
。

ま
た
、
こ
の
両
名
の
出
征
に
よ
っ
て
相
応
の
成
果
が
得
ら
れ
て
い
る

こ
と
も
つ
け
く
わ
え
て
お
く
。
祖
逖
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
南
進
し
つ

つ
あ
っ
た
後
趙
軍
を
追
い
返
し
、
黄
河
近
辺
に
ま
で
影
響
力
を
振
る
う

よ
う
に
な
っ
た
。
徐
州
は
、
蔡
豹
は
敗
退
・
刑
死
し
た
と
は
い
え
、
徐

龕
討
伐
以
前
に
収
め
た
領
域
は
そ
の
後
も
保
持
で
き
て
い
た
。
す
な
わ

ち
翌
三
二
一
年
の
は
じ
め
に
徐
龕
は
元
帝
に
降
り
、
そ
の
ま
ま
晋
の

｢

守
将｣

と
な
り

(�)

、
魯
に
は�希
鑑

(�)

、
彭
城
に
は
劉
遐

(�)

、
琅
邪
に
は
孫
黙

(�)

が
い
ぜ
ん
留
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
節

劉
隗
と
戴
淵
の
出
鎮

元
帝
紀
、
太
興
四
年

(

三
二
一
年)

七
月
の
条
に
、

以
尚
書
戴
若
思
為
征
西
将
軍
、
都
督
司�
予
并
冀
雍
六
州
諸
軍
事
、

司
州
刺
史
、
鎮
合
肥
。
丹
楊
尹
劉
隗
為
鎮
北
将
軍
、
都
督
青
徐
幽

平
四
州
諸
軍
事
、
青
州
刺
史
、
鎮
淮
陰
。

尚
書
の
戴
若
思
を
以
て
征
西
将
軍
、
都
督
司�
予
并
冀
雍
六
州
諸

軍
事
、
司
州
刺
史
と
為
し
、
合
肥
に
鎮
せ
し
む
。
丹
楊
尹
の
劉
隗

を
鎮
北
将
軍
、
都
督
青
徐
幽
平
四
州
諸
軍
事
、
青
州
刺
史
と
為
し
、

淮
陰
に
鎮
せ
し
む
。
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と
あ
り
、
巻
九
八
、
王
敦
伝
は
こ
れ
を
、

帝
以
劉
隗
為
鎮
北
将
軍
、
戴
若
思
為
征
西
将
軍
、
悉
発
揚
州
奴
為

兵
、
外
以
討
胡
、
実
禦
敦
也
。

帝
、
劉
隗
を
以
て
鎮
北
将
軍
と
為
し
、
戴
若
思
を
征
西
将
軍
と
為

し
、
悉
く
揚
州
の
奴
を
発
し
て
兵
と
為
し
、
外
は
以
て
胡
を
討
た

ん
と
す
る
も
、
実
は

[

王]

敦
を
禦
ぐ
な
り
。

と
記
す
。
出
鎮
決
定
半
年
後
の
三
二
二
年
正
月
、
王
敦
が
武
昌
で
挙
兵

し
建
康
へ
向
か
う
と
、
元
帝
は
劉
隗
と
戴
淵
を
建
康
に
呼
び
戻
し
た
た

め
、
け
っ
き
ょ
く
両
軍
は｢

胡
を
討
つ｣

の
実
績
を
残
す
こ
と
が
な
か
っ

た
。
従
来
の
北
伐
研
究
で
こ
の
出
鎮
を
取
り
上
げ
た
も
の
は
見
当
た
ら

な
い
が
、
そ
れ
は
両
軍
の
か
か
る
推
移
と
王
敦
伝
の
こ
の
記
述
に
も
と

づ
き
、｢

胡
を
討
つ｣

軍
と
は
考
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
む
し
ろ
こ
の
出
鎮
は
北
伐
を
論
じ
な
い
元
帝
期
政
治
研
究
で
注
目

さ
れ
、
王
敦
伝
の
記
述
に
拠
り
、
元
帝
ら
が
王
敦
や
貴
族
ら
に
対
抗
し

て
皇
帝
権
を
強
化
す
る
目
的
で
な
さ
れ
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
る

(�)
。

た
し
か
に
劉
隗
伝
に
、

隗
以
王
敦
威
権
太
盛
、
終
不
可
制
、
勧
帝
出
腹
心
以
鎮
方
隅
、
故

以�
王
承
為
湘
州
、
続
用
隗
及
戴
若
思
為
都
督
。

隗
、
王
敦
の
威
権
の
太

は
な
は

だ
盛
ん
に
し
て
、
終
に
制
す
べ
か
ら
ざ

る
を
以
て
、
帝
に
腹
心
を
出
し
て
以
て
方
隅
に
鎮
せ
し
む
る
を
勧

め
れ
ば
、
故
に�
王
承
を
以
て
湘
州
と
為
し
、
続
け
て
隗
及
び
戴

若
思
を
用
い
て
都
督
と
為
す
。

と
あ
り
、
王
敦
に
近
い
人
物
を
抜
擢
し
な
か
っ
た
の
は
、
王
敦
の
影
響

力
が
拡
大
す
る
の
を
抑
制
す
る
た
め
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
人
選
で
王
敦
へ
の
配
慮
が
作
用
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
こ

の
軍
事
行
動
の
戦
略
目
標
も

｢

王
敦
へ
の
対
抗｣

だ
っ
た
と
結
論
す
る

の
は
性
急
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
行
研
究
で
は
、
こ
の
行
動
の
実
際

の
目
的
は
王
敦
へ
の
対
抗
で
あ
っ
た
と
明
言
す
る
も
の

(�)

と
、
明
確
な
表

現
を
避
け
る
も
の

(�)

と
で
論
述
が
分
か
れ
て
い
る
。
前
者
は
王
敦
伝
の
記

述
に
即
し
、｢

敦
を
禦
ぐ｣

が
真
実
の
目
的
で
、｢

胡
を
討
つ｣

は
虚
偽

あ
る
い
は
仮
託
の
目
的
と
理
解
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
だ
が

｢

胡
を
討

つ｣

が
虚
偽
で
あ
っ
た
こ
と
を
検
証
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
後
者
は

｢

胡
を
討
つ｣

と

｢

敦
を
禦
ぐ｣

は
両
立
し
う
る
と

み
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
攻
防
も
方
角

(

北
と
西)

も
ち
が
っ
て
い
る

両
目
標
が
両
立
可
能
と
は
考
え
が
た
い
。
そ
の
う
え
、
後
者
で
も
王
敦

と
の
対
立
が
強
調
さ
れ
て
い
る
以
上
、｢

敦
を
禦
ぐ｣

に
重
点
が
置
か

れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
劉
隗
・
戴
淵
の
出
鎮
は
北
伐
の
観
点
か
ら
検
討
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
劉
隗
・
戴
淵
の
出
鎮
が
北
伐
で

あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
つ
い
で
劉
隗
・
戴
淵
の
北
伐
と
、

諸
研
究
が
論
じ
て
き
た
元
帝
の
政
治
方
針
と
を
関
連
づ
け
て
考
察
す
る
。

と
こ
ろ
で
、｢

胡
を
討
つ｣

目
的
が
虚
偽
・
仮
託
で
あ
る
の
は
、
ど

の
よ
う
な
方
法
な
ら
ば
論
証
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
出
鎮

に
お
い
て
こ
の
目
的
が
無
意
味
ま
た
は
無
内
容
で
あ
る
こ
と
、
言
い
換

え
れ
ば
北
伐
の
文
脈
を
ま
っ
た
く
欠
い
て
い
る
こ
と
を
示
す
方
法
に
よ
っ

て
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
筆
者
は
そ
の
逆
に
、
こ
の
出
鎮
が
北
伐
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の
文
脈
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
証
示
す
る
。

元
帝
紀
に
は
、
太
興
四
年
五
月
す
な
わ
ち
劉
隗
ら
出
鎮
決
定
の
二
ヵ

月
前
の
こ
と
と
し
て
、

詔
曰
、｢

昔
漢
二
祖
及
魏
武
皆
免

[

為]

良
人

(�)

。
武
帝
時
、
涼
州

覆
敗
、
諸
為
奴
婢
亦
皆
復
籍
。
此
累
代
成
規
也
。
其
免
中
州
良
人

遭
難
為
揚
州
諸
郡
僮
客
者
、
以
備
征
役｣

。

詔
し
て
曰
く
、｢
昔
漢
の
二
祖
及
び
魏
武
皆
免
じ
て
良
人
と

[

為]

し
、
武
帝
の
時
、
涼
州
覆
敗
し
、
諸お
よ

そ
奴
婢
と
為
る
も
の
亦
た
皆

籍
を
復
す
。
此
れ
累
代
の
成
規
な
り
。
其
れ
中
州
の
良
人
の
遭
難

し
て
揚
州
諸
郡
の
僮
客
と
為
る
者
を
免
じ
、
以
て
征
役
に
備
え
よ｣

と
。

と
あ
る
。｢

征
役｣

は
劉
隗
ら
の
出
鎮
を
指
す
で
あ
ろ
う
。

ま
た
王
敦
伝
所
載
の
王
敦
が
三
二
二
年
に
挙
兵
し
た
さ
い
の
上
疏
に
、

劉
隗
…
…
大
起
事
役
、
労
擾
士
庶
、
外
託
挙
義
、
内
自
封
植
。
…
…

傾
尽
帑
蔵
、
以
自
資
奉
、
賦
役
不
均
、
百
姓
嗟
怨
、
免
良
人
奴
、

自
為
恵
沢
。
…
…
又
徐
州
流
人
辛
苦
経
載
、
家
計
始
立
、
隗
悉
駆

逼
、
以
実
己
府
。
…
…
身
欲
北
渡
、
以
遠
朝
廷
為
名
、
而
密
知
機

要
…
…
。

劉
隗
…
…
大
い
に
事
役
を
起
こ
し
、
士
庶
を
労
擾
し
、
外
は
義
を

挙
ぐ
る
に
託
す
も
、
内
は
自
ら
封
植
す
。
…
…
傾
け
て
帑
蔵
を
尽

く
し
、
以
て
自
ら
資
奉
と
し
、
賦
役
均
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
百
姓
嗟

怨
し
、
良
人
の
奴
を
免
じ
、
自
ら
恵
沢
と
為
す
。
…
…
又
た
徐
州

の
流
人
の
辛
苦
す
る
こ
と
経
載
に
し
て
、
家
計
始
め
て
立
つ
も
、

隗
悉
く
駆
り
て
逼
り
、
以
て
己
の
府
を
実み

た
す
。
…
…
身
み
ず
か

ら
北

に
渡
ら
ん
と
欲
し
、
朝
廷
よ
り
遠
き
を
以
て
名
と
為
す
も
、
密
か

に
機
要
を
知
る
…
…
。

と
あ
り
、
劉
隗
の
出
鎮
が

｢

義
を
挙
ぐ｣

や

｢

北
に
渡
る｣

を
目
的
に

立
て
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に

『

文
館
詞
林』

巻
六
六
六
、｢

東
晋
元
帝
誕
皇
孫
大
赦
詔｣

を
み
る
と
、

朕
以
不
徳
、
昧
於
政
道
、
自
陟
帝
位
、
迄
今
五
載
、
雖
四
海
宅
心
、

然
頑
凶
未
夷
、
封
豕
長
蛇
、
荐
食
上
国
。
…
…
是
故
命
大
将
遣
衆

軍
、
掃
定
中
原
、
在
此
行
也
。
自
頃
彝
倫
失
序
、
強
弱
兼
併
、
並

列
斉
萌
、
而
相
為
私
隷
、
是
以
拯
出
良
人
、
以
備
甲
卒
。

朕
不
徳
に
し
て
、
政
道
に
昧
き
を
以
て
、
帝
位
に
陟
り
て
よ
り
、

今
ま
で
五
載
な
り
、
四
海
心
を
宅お

く
と
雖
も
、
然
る
に
頑
凶
は
未

だ
夷た

い

ら
げ
ず
、
封
豕
長
蛇
、
上
国
を
荐
食
す
。
…
…
是
の
故
に
大

将
を
命
じ
て
衆
軍
を
遣
わ
す
、
中
原
を
掃
定
す
る
は
、
此
の
行
に

在
る
な
り
。
頃
よ
り
彝
倫
序
を
失
い
、
強
弱
兼
併
し
、
斉
萌
に
並

列
す
れ
ど
も
、
相
い
私
隷
と
為
る
、
是
を
以
て
良
人
を
拯
出
し
、

以
て
甲
卒
に
備
う
。

と
い
う
文
言
が
み
え
る
。
冒
頭
に

｢

帝
位
に
陟
り
て
よ
り
、
今
ま
で
五

載｣
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
従
え
ば
三
二
二
年
を
指
す
。
ま
た
詔
の
末
尾

に
は

｢
月
正
元
日
、
…
…
其
れ
天
下
を
大
赦
せ
ん

(

月
正
元
日
、
…
…

其
大
赦
天
下)｣
と
あ
る
が
、
元
帝
紀
、
永
昌
元
年

(

三
二
二
年)

正

月
の
条
を
確
認
す
る
と
、
朔
日
に
あ
た
る
乙
卯
の
日
に
大
赦
を
下
し
て
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い
る
。
ち
な
み
に
王
敦
は
同
月
戊
辰
の
日

(

一
四
日)

に
武
昌
で
挙
兵

し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
詔
は
王
敦
が
挙
兵
す
る
直
前
、
三
二
二
年

正
月
元
日
に
宣
布
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

(�)

。

こ
の
詔
が
言
う
と
こ
ろ
の
、｢

中
原
を
掃
定｣

す
る
た
め
に
実
行
さ

れ
た

｢

大
将
を
命
じ
て
衆
軍
を
遣
わ
す｣

と
い
う
措
置
と
は
、
劉
隗
・

戴
淵
の
出
征
を
指
す
と
考
え
て
疑
い
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
の
史
料
よ
り
、
少
な
く
と
も
劉
隗
ら
の
出
征
が
北
伐
を
掲
げ
て

実
行
さ
れ
た
の
は
確
実
で
あ
る
。

さ
て
、
さ
き
に
引
い
た
太
興
四
年
の
詔
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

｢

僮
客｣

の
放
免
は
、
王
敦
の
上
疏
や

｢

東
晋
元
帝
誕
皇
孫
大
赦
詔｣

に
も
み
え

て
い
る
が
、
こ
の
と
き
の
措
置
を
示
す
史
料
と
し
て
は
、
巻
六
九
、�

協
伝
の
、

以
奴
為
兵
、
取
将
吏
客
使
転
運
、
皆
協
所
建
也
、
衆
庶
怨
望
之
。

奴
を
以
て
兵
と
為
し
、
将
吏
の
客
を
取
り
て
転
運
せ
し
む
る
は
、

皆

[�]
協
の
建
つ
と
こ
ろ
な
り
、
衆
庶
、
之
を
怨
望
す
。

お
よ
び
巻
六
九
、
戴
若
思
伝
の
、

調
揚
州
百
姓
家
奴
万
人
為
兵
配
之
。

揚
州
の
百
姓
の
家
奴
の
万
人
を
調
し
兵
と
為
し
て
之
に
配
す
。

に
対
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、｢

三
呉｣

(

巻
七

七
、
何
充
伝)

に
避
難
し
て
賤
民
に
お
ち
い
っ
た
中
原
出
身
の
人
々
を

賤
民
か
ら
放
免
し
て
戸
籍
に
つ
け
、
つ
い
で
兵
士
や
補
給
の
軍
務
に
充

て
、
劉
隗
・
戴
淵
両
軍
に
配
分
し
た
よ
う
で
あ
る

(�)

。
さ
ら
に
王
敦
の
上

疏
に

｢

徐
州
の
流
人
…
…
隗
悉
く
駆
り
て
逼
り
、
以
て
己
の
府
を
実
す｣

と
あ
り
、
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
川
勝
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
両
軍

は
中
原
出
身
の
人
々
を
多
く
含
ん
で
い
た

(�)

。
こ
う
し
て
組
織
さ
れ
た
軍

は

｢

揚
州
の
百
姓
の
家
奴
の
万
人
を
調
し
兵
と
為
す｣

(

戴
若
思
伝)

、

｢

万
人
を
率
い
て
泗
口
に
鎮
す

(

率
万
人
鎮
泗
口)｣

(

劉
隗
伝)

と
、

あ
わ
せ
て
二
万
人
と
さ
れ
る
。

そ
し
て
祖
逖
伝
に
、

方
当
推
鋒
越
河
、
掃
清
冀
朔
、
会
朝
廷
将
遣
戴
若
思
為
都
督
、
逖

以
若
思
是
呉
人
、
雖
有
才
望
、
無
弘
致
遠
識
、
且
已
剪
荊
棘
、
収

河
南
地
、
而
若
思
雍
容
、
一
旦
来
統
之
、
意
甚
怏
怏
。

[

祖
逖]

方
当ま
さ

に
鋒
を
推
し
河
を
越
え
、
冀
朔
を
掃
清
せ
ん
と
す

る
も
、
会

た
ま
た
ま

朝
廷
将
に
戴
若
思
を
遣
わ
し
都
督
と
為
さ
ん
と
し
、

逖
の
以お

も

う
に
若
思
は
是
れ
呉
人
に
し
て
、
才
望
有
り
と
雖
も
、
弘

く
遠
識
を
致
す
無
し
、
且
つ
已
に
荊
棘
を
剪き

り
、
河
南
の
地
を
収

む
る
も
、
若
思
は
雍
容
と
し
て
、
一
旦
に
来
り
て
之
を
統
べ
れ
ば
、

意
甚
だ
怏
怏
た
り
。

と
あ
り
、
戴
淵
は
都
督
六
州
諸
軍
事
に
就
く
や
、
祖
逖
が
収
め
た

｢

河

南｣

を

｢

統｣

べ
た
と
い
う
。
す
る
と
、
戴
淵
は
祖
逖
を
含
む
管
内
の

諸
軍
を
都
督
の
権
限
下
に
入
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

(�)

。
で
あ
れ
ば
、
劉
隗

も
徐
州
の
諸
軍
を
統
べ
た
で
あ
ろ
う
。

戴
若
思
伝
を
み
る
と
、
戴
淵
と
劉
隗
の
出
発
に
あ
た
り
、

帝
親
幸
其
営
、
労
勉
将
士
、
臨
発
祖
餞
、
置
酒
賦
詩
。

帝
親

み
ず
か

ら
其
の
営
に
幸
し
、
労
ね
ぎ
ら

い
て
将
士
を
勉は
げ

ま
し
、
発
つ
に
臨

み
て
祖
餞
し
、
酒
を
置
き
詩
を
賦
す
。
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と
元
帝
が
見
送
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
北
伐
を
仮
託
さ
せ

た
王
敦
防
衛
軍
に
、
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
と
は
考
え
に
く

い
。
む
し
ろ
北
伐
軍
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
も
従
来
に
な
い
規
模
の

出
征
で
、
軍
事
的
成
果
を
強
く
期
待
し
た
か
ら
こ
そ
、
元
帝
み
ず
か
ら

見
送
り
に
出
向
い
た
と
考
え
る
の
が
適
当
で
な
い
か
。

こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
展
開
は
、
北
伐
軍
の
組
織
と
し
て
は
唐
突

で
、
内
実
を
欠
き
、
ゆ
え
に
別
に
真
の
目
的
を
も
っ
て
い
た
行
動
と
み

な
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
点

で
の
淮
北
に
お
け
る
軍
事
活
動
は
一
定
の
成
果
を
得
て
い
た
。
劉
隗
と

戴
淵
の
出
征
が
そ
う
し
た
状
況
下
で
実
施
さ
れ
た
こ
と
を
考
慮
す
べ
き

で
あ
る
。
元
帝
ら
は
祖
逖
ら
の
諸
成
果
を
基
礎
に
、｢

中
原
を
掃
定
す｣

(｢

東
晋
元
帝
誕
皇
孫
大
赦
詔｣)

と
い
う
、
よ
り
大
き
な
目
的
の
達
成

の
た
め
、
大
規
模
に
集
約
し
た
戦
力
を
派
遣
し
た
と
理
解
で
き
る
。
劉

隗
・
戴
淵
の
北
伐
は
、
従
前
ま
で
の
軍
事
活
動
を
ふ
ま
え
て
一
歩
進
ん

だ
展
開
を
み
せ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
北
伐
と
し
て
の
文
脈
を
欠
い
て

い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
王
敦
伝
の

｢

実
は
敦
を
禦
ぐ
な
り｣
は
信
憑

性
に
欠
け
る
記
述
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る

(�)
。

以
上
に
よ
り
、
元
帝
期
に
実
行
さ
れ
た
北
伐
を
新
た
に
ひ
と
つ
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
元
帝
が
北
伐
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
も
示
す
こ

と
が
で
き
た
と
思
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
劉
隗
ら
の
出

鎮
を
王
敦
へ
の
対
抗
目
的
と
解
し
て
き
た
の
は
、
も
う
ひ
と
つ
別
の
理

由
が
あ
る
。
諸
研
究
に
よ
れ
ば
、
劉
隗
ら
の
出
鎮
は
元
帝
の
法
術
主
義
、

す
な
わ
ち
元
帝
が｢

申
韓｣

や｢

刑
法｣

を
重
視
す
る
統
治
方
針
を
と
っ

て
い
た
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
と
い
う
。
元
帝
は
貴
族
・
豪
族
に
依
拠

し
た
政
治
運
営
か
ら
の
脱
却
を
は
か
り
、
法
術
主
義
を
採
用
し
て
貴
族
・

豪
族
を
抑
制
し
つ
つ
、
皇
帝
権
力
の
強
化
を
す
す
め
、
劉
隗
や�
協
を

抜
擢
し
て
こ
の
方
針
の
も
と
に
官
界
を
是
正
し
た
。
と
り
わ
け
抑
制
対

象
に
目
さ
れ
た
の
が
強
力
な
軍
事
力
を
握
る
王
敦
で
あ
る
。
そ
し
て
劉

隗
・
戴
淵
軍
の
主
唱
者
は
法
術
主
義
の
体
現
者
た
る
劉
隗
や�
協
な
の

だ
か
ら
、
こ
の
出
鎮
も
法
術
主
義
の
意
図
に
沿
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
王

敦
を
牽
制
す
る
と
同
時
に
皇
帝
直
属
の
軍
隊
を
も
つ
ね
ら
い
が
あ
っ
た
。

以
上
が
先
行
研
究
の
理
解
で
あ
る

(�)

。
法
術
主
義
の
こ
う
し
た
理
解
が
、

｢

胡
を
討
つ｣

を
仮
託
と
す
る
王
敦
伝
の
記
述
と
親
和
性
を
も
つ
の
は

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
劉
隗
ら
の
出
鎮
は
王
敦

の
抑
制
を
戦
略
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
い
っ
た

ん
そ
の
こ
と
は
措
く
と
し
て
も
、
法
術
主
義
の
政
治
方
針
に
と
っ
て
、

北
伐
は
見
せ
か
け
以
上
の
意
味
を
も
た
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
に
取
り
組
む
に
は
、
元
帝
の
法
術
主
義
が
も
つ
ね
ら
い
を

と
ら
え
な
お
す
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
示
唆
的
な
の
が
金
民
寿
氏
の
指

摘
で
あ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
元
帝
の
法
術
主
義
の
具
体
的
な
特
徴
は
儒

教
的
綱
紀
と
実
務
の
重
視
で
あ
る
。｢

放
達
を
慕｣

い
、｢

実
務
を
忌
避

す
る｣
と
い
う

｢

西
晋
の
寛
厚
の
政
術
が
来
し
た
弊
害｣

を
是
正
す
る

た
め
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
法
術
主
義
は
元
帝
と
ご
く
一
部
の
側
近
だ

け
が
希
求
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
南
北
の
寒
門
層
か
ら
も
支
持
を
得

て
い
た
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
、｢

強
力
な
君
主
政
治
に
よ
っ
て
、
現
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実
社
会
の
救
済
と
政
界
へ
の
擡
頭
を
実
現
し
よ
う
と
し
た｣

あ
る
い
は

｢
一
部
の
貴
族
に
壟
断
さ
れ
て
い
る
官
僚
機
構
の
正
常
な
運
営
を
、
即

ち
貴
族
政
治
か
ら
官
僚
政
治
へ
の
期
待
を
元
帝
に
寄
せ
た｣

か
ら
だ
と

す
る

(�)
。

こ
う
し
た
点
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
金
氏
も
対
貴
族

(

対
王
敦)

政

策
と
し
て
法
術
主
義
を
と
ら
え
て
い
る
の
だ
が
、
筆
者
は
金
氏
の
指
摘

か
ら
別
の
帰
結
を
導
き
出
し
た
い
。
氏
の
研
究
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
法
術

主
義
と
は
、
貴
族
批
判
と
い
う
よ
り
も
、
儒
教
的
綱
紀
と
実
務
の
両
方

向
か
ら
な
さ
れ
る
社
会
や
政
治
へ
の
批
判
な
の
で
は
な
い
か
。
阮
籍
伝

附
孚
伝
の
次
の
記
述
か
ら
は
、
元
帝
が
か
か
る
志
向
を
有
し
て
い
た
こ

と
を
読
み
取
れ
る
。

蓬
髪
飲
酒
、
不
以
王
務
嬰
心
。
時
帝
既
用
申
韓
以
救
世
、
而
孚
之

徒
未
能
棄
也
。
雖
然
、
不
以
事
任
処
之
。

[

阮
孚]

蓬
髪
し
て
酒
を
飲
み
、
王
務
を
以
て
心
に
嬰ま
と

わ
ず
。
時

に
帝
既
に
申
韓
を
用
い
て
世
を
救
わ
ん
と
す
る
も
、
孚
の
徒
未
だ

棄
つ
る
あ
た
わ
ざ
る
な
り
。
然
り
と
雖
も
、
事
を
以
て
任
処
せ
ず
。

元
帝
は
阮
孚
の
よ
う
な
人
々
を
罰
す
る
ど
こ
ろ
か
、
弾
劾
か
ら
か
ば
い

さ
え
し
て
お
り
、
一
見
す
る
と
法
術
主
義
の
不
徹
底
ぶ
り
を
示
し
て
い

る
。
し
か
し
そ
の
寛
大
さ
の
他
方
に
あ
る
の
は｢

事
を
以
て
任
処
せ
ず｣

、

つ
ま
り
期
待
の
低
さ
の
裏
返
し
で
あ
っ
た
。
元
帝
の
法
術
主
義
で

｢

事

を
以
て
任
処｣

さ
れ
な
い
の
は
、
節
度
を
守
っ
て
仕
事
を
果
た
さ
な
い

｢

孚
の
徒｣

の
ご
と
き
人
々
な
の
で
あ
り
、
貴
族
全
体
が
問
題
視
さ
れ

て
い
る
と
は
思
え
な
い

(�)

。

法
術
主
義
の
根
底
に
見
出
さ
れ
る
こ
の
時
代
批
判
に
即
応
す
る
の
は
、

永
嘉
の
乱
を
反
省
す
る
語
り
で
あ
ろ
う
。
明
帝
期
に

｢

官
に
莅の
ぞ

み
て
美

と
雖
も
、
当
に
素
論
を
以
て
降
替
せ
ら
れ
、
職
に
在
り
て
実
に
劣
れ
ど

も
、
直た

だ
旧
望
を
以
て
登
叙
せ
ら
る
。
游
談
を
校く
ら

べ
て
多
少
と
為
し
、

実
事
を
以
て
先
後
と
為
さ
ず

(

莅
官
雖
美
、
当
以
素
論
降
替
、
在
職
実

劣
、
直
以
旧
望
登
叙
。
校
游
談
為
多
少
、
不
以
実
事
為
先
後)｣

と
、

法
術
主
義
的
観
点
か
ら
人
事
を
批
判
し
た
応
瞻
は
、
元
帝
期
に
次
の
よ

う
な
上
疏
を
な
し
て
い
た

(

巻
七
〇
、
応
瞻
伝)

。

元
康
以
来
、
賤
経
尚
道
、
以
玄
虚
宏
放
為
夷
達
、
以
儒
術
清
倹
為

鄙
俗
、
永
嘉
之
弊
、
未
必
不
由
此
也
。

元
康
以
来
、
経
を
賤
し
み
道
を
尚

た
っ
と

び
、
玄
虚
宏
放
を
以
て
夷
達

と
為
し
、
儒
術
清
倹
を
以
て
鄙
俗
と
為
す
、
永
嘉
の
弊
、
未
だ
必

ず
し
も
此
れ
に
由
ら
ざ
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

｢

游
談｣

で
は
な
く

｢

実
事｣

を
重
視
す
る
応
瞻
の
視
点
を
支
え
る
の

は
、｢

玄
虚
宏
放｣

す
な
わ
ち

｢

游
談｣

を
尊
ぶ
気
風
が
永
嘉
の
乱
を

招
い
た
と
の
認
識
で
あ
る

(�)

。
応
瞻
に
か
ぎ
ら
ず
、
西
晋
に
お
け
る
玄
学

の
隆
盛
を
礼
教
と
実
務
を
軽
視
し
た
も
の
と
批
判
し
、
永
嘉
の
乱
の
原

因
と
み
な
す
言
説
は
、
こ
の
時
期
に
少
な
か
ら
ず
お
こ
な
わ
れ
て
い
た

(�)

。

法
術
主
義
が
元
帝
や
そ
の
側
近
だ
け
に
限
定
さ
れ
ず
、
出
身
の
南
北
を

超
え
、
寒
門
層
を
も
巻
き
込
ん
で
幅
広
い
支
持
を
得
て
い
た
の
は
、
こ

の
よ
う
な
歴
史
の
語
り
が
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
起
因
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
視
点
に
立
て
ば
、｢

孚
の
徒｣

が
問
題
に
な

る
の
も
理
解
で
き
よ
う
。
旧
態
依
然
の
ふ
る
ま
い
を
つ
づ
け
る
彼
ら
は
、
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過
去
を
反
省
す
る
歴
史
の
語
り
を
共
有
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

法
術
主
義
の
根
本
に
あ
る
の
は
、
過
去
を
一
定
の
視
点
か
ら
と
ら
え

よ
う
と
す
る
意
識
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

北
伐
と
の
接
点
が
見
出
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
手
が
か
り
を
熊
遠
の

上
疏
か
ら
得
た
い
。
そ
れ
は
元
帝
の
治
世
中
に
災
異
が
発
生
し
た
こ
と

を
う
け
て
上
呈
さ
れ
た
も
の
で

(�)
、｢

王
化
の
未
だ
興
ら
ざ
る

(

王
化
未

興)｣

責
任
は
群
臣
に
あ
る
と
し
つ
つ
、
三
つ
の

｢

失｣

を
挙
げ
て
い

る

(

巻
七
一
、
熊
遠
伝)
。

今
逆
賊
猾
夏
、
暴
虐
滋
甚
、
二
帝
幽
殯
、
梓
宮
未
反
、
四
海
延
頸
、

莫
不
東
望
。
而
未
能
遣
軍
北
討
、
讐
賊
未
報
、
此
一
失
也
。
昔
斉

侯
既
敗
、
七
年
不
飲
酒
食
肉
、
況
此
恥
尤
大
、
臣
子
之
責
、
宜
在

枕
戈
為
王
前
駆
。
若
此
志
未
果
者
、
当
上
下
克
倹
、
恤
人
養
士
、

徹
楽
減
膳
、
惟
修
戎
事
。
陛
下
憂
労
於
上
、
而
群
官
未
同
戚
容
於

下
、
…
…
此
二
失
也
。
…
…
今
当
官
者
以
理
事
為
俗
吏
、
奉
法
為

苛
刻
、
尽
礼
為
諂
諛
、
従
容
為
高
妙
、
放
蕩
為
達
士
、
驕
蹇
為
簡

雅
、
此
三
失
也
。

今
逆
賊
夏
を
猾み

だ

し
、
暴
虐

滋
い
よ
い
よ

甚
だ
し
く
、
二
帝
幽
せ
ら
れ
て
殯

し
、
梓
宮
未
だ
反
ら
ず
、
四
海
頸
を
延
ば
し
て
、
東
を
望
ま
ざ
る

莫
し
。
而
る
に
未
だ
軍
を
遣
わ
し
北
討
す
る
あ
た
わ
ず
、
讐
賊
未

だ
報
わ
れ
ず
、
此
れ
一
失
な
り
。
昔
斉
侯
既
に
敗
れ
る
や
、
七
年

酒
を
飲
み
肉
を
食
ら
わ
ず
、
況
ん
や
此
の
恥
尤

も
っ
と

も
大
な
れ
ば
、

臣
子
の
責
、
宜
し
く
戈
を
枕
に
し
王
の
前
駆
と
為
る
に
在
る
べ
し
。

若
し
此
の
志
未
だ
果
た
さ
ざ
れ
ば
、
当
に
上
下
克
く
倹
し
、
人
を

恤あ
わ

れ
み
士
を
養
い
、
楽
を
徹の
ぞ

き
膳
を
減
ら
し
、
惟
れ
戎
事
を
修
む

る
の
み
な
る
べ
し
。
陛
下
は
上
に
憂
労
す
る
も
、
群
官
は
未
だ
同

に
下
に
戚
容
せ
ず
、
…
…
此
れ
二
失
な
り
。
…
…
今
官
に
当
た
る

者
事
を
理お

さ

む
る
を
以
て
俗
吏
と
為
し
、
法
を
奉
じ
る
を
苛
刻
と
為

し
、
礼
を
尽
く
す
を
諂
諛
と
為
し
、
従
容
な
る
を
高
妙
と
為
し
、

放
蕩
な
る
を
達
士
と
為
し
、
驕
蹇
な
る
を
簡
雅
と
為
す
、
此
れ
三

失
な
り
。

こ
こ
で
は
、
法
術
主
義
的
観
点
か
ら
官
人
ら
を
問
題
視
す
る
の
に
並

ん
で
、｢

讐
賊｣

に
対
し
い
ま
だ
軍
を
派
遣
で
き
て
い
な
い
こ
と
が
問

題
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
蔡
豹
や
祖
逖
の
派
遣
が
実
施
さ
れ
て
い
た
と

は
い
え
、
匈
奴
劉
氏
へ
の
征
討
に
ま
で
は
い
た
っ
て
い
な
い
こ
と
を
指

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
上
疏
は
こ
の
あ
と
、
当
時
の
官
人
の
あ
り

方
や
人
材
登
用
な
ど
を
批
判
的
に
論
じ
て
い
る
た
め
、
こ
の
上
疏
は
群

臣
に
の
み
批
判
を
向
け
て
い
る
の
で
は
な
く
、
上
の
政
治
運
営
に
も
苦

言
を
呈
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
し
た
視
点
か
ら
三
つ
の

｢

失｣

を
読
め
ば
、(

１)
｢

此
の
恥｣

の
報
復
、
す
な
わ
ち
匈
奴
劉
氏
へ
の
北
伐
が
朝
廷
の
最
重
要
事
で
あ
る

こ
と
、(

２)

北
伐
が
完
遂
し
な
い
う
ち
は
上
下
と
も

｢

戎
事｣

を
優

先
す
る
こ
と
、(

３)

下
々
の

｢

臣
子｣

が
そ
う
し
た
つ
と
め
を
果
た

し
、
上
と
心
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
官
界
の
あ
り
方
を
法

術
主
義
的
に
改
革
す
る
こ
と
、
こ
う
し
た
提
言
を
な
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。と

す
れ
ば
、
熊
遠
は
法
術
主
義
を
、
北
伐
に
並
ぶ
元
帝
の
時
代
の
課
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題
に
挙
げ
つ
つ
、
か
つ
北
伐
の
成
功
の
た
め
に
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

改
革
と
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
熊
遠
の
関
係
づ
け

は
、
彼
個
人
の
恣
意
的
な
操
作
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

熊
遠
の
上
疏
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
元
帝
時
代
に
と
っ
て
北
伐
と
は
、

｢

二
帝｣

の

｢
梓
宮｣

が
賊
の
地
に
没
し
て
い
る
と
い
う
屈
辱
を
雪
ご

う
と
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
過
去
を
特
定
の
意
識

恥
辱
意
識

か

ら
ま
な
ざ
す
こ
と
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
た
ふ
る
ま
い
で
あ
る
。
こ
う
し

た
特
性
を
も
つ
北
伐
が
最
重
要
事
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
元
帝
時

代
の
人
々
は
永
嘉
の
乱
と
い
う
歴
史
に
つ
ね
に
向
き
あ
わ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
こ
と
、
そ
の
歴
史
か
ら
は
決
し
て
逃
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。｢

戚
容｣

し
な
い
所
作
が

｢
此
の
志
未
だ
果
た
さ
ざ
る｣

時
期
の
も
の
と
し
て
は
不
適
切
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
行

動
、
言
説
、
政
治
も
、
そ
の
歴
史
の
挽
回
に
い
か
に
寄
与
す
る
か
、
と

い
う
観
点
か
ら
吟
味
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で

法
術
主
義
が
北
伐
と
並
ん
で
現
代
性
を
獲
得
で
き
て
お
り
、
か
つ
北
伐

の
成
功
に
貢
献
す
る
方
法
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
さ
き

に
考
察
し
た
よ
う
に
、
法
術
主
義
が
永
嘉
の
乱
を
反
省
す
る
意
識
に
も

と
づ
い
て
お
り
、
北
伐
に
、
ひ
い
て
は
元
帝
時
代
の
時
代
的
課
題
に
、

共
鳴
し
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
別
の
し
か
た
で
と
ら
え
な
お
せ
ば
、

こ
の
元
帝
の
時
代
に
法
術
主
義
を
採
ろ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
永
嘉
の

乱
の
挽
回
と
い
う
問
題
意
識
に
ど
れ
だ
け
も
と
づ
け
て
い
る
の
か
と
い

う
点
か
ら
正
当
性
を
付
与
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、
法
術
主
義
は
北
伐
と
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い

た
。
し
た
が
っ
て
、
元
帝
ら
が
法
術
主
義
を
採
用
し
て
い
た
前
提
か
ら
、

法
術
主
義
的
行
動
が
北
伐
を
進
め
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は

(

必
然

的
に)

見
せ
か
け
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

最
後
に
、
元
帝
期
の
北
伐
で
回
復
し
た
地
域
が
そ
の
後
に
ど
う
な
っ

た
の
か
を
み
て
お
こ
う
。

三
二
二
年
五
月
、
す
な
わ
ち
王
敦
が
建
康
を
落
と
し
た
翌
月
よ
り
、

石
勒
は
南
進
を
開
始
し
た
。
七
月
に
泰
山
の
徐
龕
は
攻
め
殺
さ
れ
、�希

鑑
が
合
肥
へ
退
き
、
八
月
、
琅
邪
の
孫
黙
も
石
勒
に
降
る

(

以
上
、
元

帝
紀)

。
石
勒
載
記
下
は

｢

徐�
の
間
の
塁
壁
多
く
任
を
送
り
降
る
こ

と
を
請
え
ば
、
皆
就
き
て
守
宰
を
拝
す

(

徐�
間
塁
壁
多
送
任
請
降
、

皆
就
拝
守
宰)｣

と
い
う
。
石
勒
は
祖
逖
が
収
め
た
地
域
も
攻
め
、
三

二
二
年
一
〇
月
に
祖
逖
の
後
任
の
祖
約
を�
で
包
囲
、
祖
約
は
寿
春
へ

退
い
た
。
祖
逖
は
三
二
一
年
九
月
に
す
で
に
没
し
て
い
た

(

以
上
、
元

帝
紀)

。
桓
宣
伝
に
よ
る
と
、�
の
放
棄
に
よ
っ
て

｢

石
勒
遂
に
陳
留

を
有た

も

つ

(

石
勒
遂
有
陳
留)｣

と
い
う
。
こ
う
し
て
元
帝
期
に
影
響
下

に
収
め
た
地
域
は
、
わ
ず
か
の
間
に
失
わ
れ
た
。

お
わ
り
に

本
稿
で
の
考
察
を
ま
と
め
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

(

１)

東
晋
元
帝
期
に
実
行
さ
れ
た
北
伐
は
、
従
来
の
研
究
が
挙
げ
て

い
た
祖
逖
の
ほ
か
、
祖
逖
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
出
征
し
て
い
た
蔡
豹
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が
挙
げ
ら
れ
る
。

(
２)

元
帝
は
祖
逖
と
蔡
豹
の
活
動
に
注
意
を
払
っ
て
お
り
、
と
り
わ

け
徐
龕
討
伐
に
は
強
い
介
入
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。

(

３)
三
二
一
年
の
劉
隗
と
戴
淵
の
出
鎮
は
北
伐
と
み
な
す
べ
き
で
あ

り
、
そ
れ
以
前
ま
で
の
祖
逖
ら
の
成
果
を
ふ
ま
え
、
よ
り
規
模
の

大
き
な
展
開
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
北
伐
に
は
元
帝

も
関
与
し
て
い
た
。

(

４)

元
帝
の
法
術
主
義
と
北
伐
は
永
嘉
の
乱
の
挽
回
と
い
う
問
題
意

識
で
通
底
し
て
い
た
。

元
帝
期
の
北
伐
は
祖
逖
以
外
に
も
実
行
さ
れ
て
い
た
し
、
元
帝
も
関

与
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
節
で
整
理
し
た
従
来
ま
で
の
説
明

は
成
り
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
本
稿
は
北
伐
と
他
の
政
治
・
軍

事
活
動
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
簡
易
な
検
討
に
と
ど
ま
り
、
考
察
を

十
分
に
は
尽
く
せ
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

ま
た
筆
者
に
と
っ
て
北
伐
研
究
に
は
、
東
晋
史
の
語
り
な
お
し
と
は

別
の
目
的
も
あ
る
。
北
伐
の
検
討
を
通
じ
て
、｢

歴
史
を
語
る
／
語
り

継
ぐ
／
語
り
な
お
す｣

の
過
程
を
観
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は

こ
う
し
た
観
点
に
立
っ
て
、〈｢

永
嘉
の
乱｣

と
は
、
過
去
を
と
ら
え
る

視
点
の
ひ
と
つ
で
な
い
の
か〉

と
い
う
視
点
か
ら
も
考
察
を
く
わ
え
た

が
、
あ
ま
り
ゆ
き
と
ど
い
た
内
容
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
問
題
も

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

�
(

１)

戸
川
貴
行

『

東
晋
南
朝
に
お
け
る
伝
統
の
創
造』

(

汲
古
書
院
、
二
〇
一
五

年)

。

(

２)

越
智
重
明

｢

東
晋
朝
中
原
恢
復
の
一
考
察｣

(『

東
洋
学
報』

三
八
―
一
、

一
九
五
五
年)

八
四
―
八
六
頁
。
越
智
重
明

｢

東
晋
政
権
と
東
晋
貴
族
制｣

(

同
氏

『

魏
晋
南
朝
の
貴
族
制』

研
文
出
版
、
一
九
八
二
年)

二
二
六
―
二
二

八
頁
。

(

３)

吉
川
忠
夫

『

王
羲
之

六
朝
貴
族
の
世
界』

(

岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
、

原
著
は
一
九
七
二
年)

七
〇
―
七
二
頁
。
引
用
し
た
書
簡
は
王
羲
之
伝
に

｢

遺
尚
書
僕
射
謝
安
書｣

と
あ
る
が
、
吉
川
氏
が
改
め
て
い
る
よ
う
に
謝
尚
の

誤
り
で
あ
ろ
う
。
中
華
書
局
の
校
勘
記
も
参
照
。

(

４)

穆
帝
紀
、
升
平
二
年

(

三
五
八
年)

三
月
の
条

｢

慕
容
儁
、
冀
州
諸
郡
を

陥
れ
れ
ば
、
安
西
将
軍
の
謝
奕
、
北
中
郎
将
の
荀
羨
に
詔
し
て
北
伐
せ
し
む

(

慕
容
儁
陥
冀
州
諸
郡
、
詔
安
西
将
軍
謝
奕
、
北
中
郎
将
荀
羨
北
伐)｣

。
同
、

升
平
三
年
十
月
の
条

｢

慕
容
儁
、
東
阿
を
寇
せ
ば
、
西
中
郎
将
の
謝
万
を
遣

わ
し
下
蔡
に
次や

ど

ら
し
め
、
北
中
郎
将
の�希
曇
を
高
平
に
次
ら
し
め
、
以
て
之

を
撃
た
し
む

(

慕
容
儁
寇
東
阿
、
遣
西
中
郎
将
謝
万
次
下
蔡
、
北
中
郎
将�希

曇
次
高
平
以
撃
之)｣

。

(

５)

最
近
、
李
碩
氏
は
桓
温
と
劉
裕
の
北
伐
を
事
例
に
、
そ
の
戦
略
・
行
軍
路
・

補
給
線
・
戦
闘
過
程
を
考
察
し
て
お
り
、
北
伐
研
究
の
新
局
面
を
拓
い
て
い

る
。
李
碩

『

南
北
戦
争
三
百
年

中
国
４
―
６
世
紀
的
軍
事
与
政
権』

(

上

海
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
八
年)

第
九
章
、
第
一
〇
章
を
参
照
。
筆
者
も
史

料
整
理
の
視
点
は
李
氏
に
倣
い
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、
た
だ
し
氏
の
研
究

の
最
終
的
な
主
眼
は
、
南
北
政
権
間
の
戦
争
の
歴
史
を
戦
術
や
戦
略
の
観
点

か
ら
描
き
出
し
、
戦
争
を
通
し
て
政
治
や
社
会
を
と
ら
え
な
お
そ
う
と
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
本
稿
の
よ
う
な

｢

東
晋
に
と
っ
て
の
北
伐｣

と
い
う
微
視

的
課
題
は
設
定
さ
れ
て
い
な
い
。

(

６)

松
丸
道
雄
ほ
か
編

『

中
国
史
２

三
国
〜
唐』

(

山
川
出
版
社
、
一
九
九
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六
年)

九
二
頁

(

窪
添
慶
文
氏
執
筆)

。
藤
井
律
之

｢

江
南
開
発
と
南
朝
中
心

の
世
界
秩
序
の
構
築｣

(

南
川
高
志
編

『

３
７
８
年

失
わ
れ
た
古
代
帝
国
の

秩
序』

山
川
出
版
社
、
二
〇
一
八
年)

二
三
八
―
二
三
九
頁
。

(

７)
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ

『

戦
争
論』

(

中
巻
、
篠
田
英
雄

訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年)

三
〇
六
、
二
八
二
、
二
七
〇
頁
。

(

８)

し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば

『

文
館
詞
林』

巻
六
六
二
、｢

東
晋
明
帝
北
討
詔｣

は
陳�
を
北
方
諸
州
の
刺
史
・
都
督
に
任
命
す
る
内
容
だ
が
、
北
伐
の
事
例

か
ら
は
除
外
す
る
。
な
ぜ
な
ら
板
橋
暁
子
氏
に
よ
れ
ば
、｢

本
詔
の
目
的
は
い

わ
ゆ
る
北
伐
で
は
な
く
、
建
康
防
衛
体
制
の
強
化
で
あ
ろ
う｣

と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る

(

板
橋
暁
子

｢

東
晋
初
期
の
周
縁
と
天
下
観

慕
容�
と

陶
侃
の
往
復
書
簡
を
手
が
か
り
に｣

、『

東
洋
学
報』

九
七
―
三
、
二
〇
一
五

年
、
二
八
頁)

。

(

９)

越
智
氏
注

(

２)

前
掲

｢

東
晋
政
権
と
東
晋
貴
族
制｣

二
〇
六
頁
。
越
智

重
明

『

晋
書』

(

明
徳
出
版
社
、
一
九
七
〇
年)

一
二
二
―
一
二
五
頁
。

(�)
田
余
慶

『

東
晋
門
閥
政
治』

(

第
四
版
、
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、

初
版
一
九
八
九
年)

。

(�)
頼
家
度

｢

試
論
祖
逖
北
伐｣

(『

歴
史
教
学』

一
九
五
九
―
一
一)

、
楊
徳
炳

｢

論
祖
逖
与
北
伐｣

(『

武
漢
大
学
学
報

(

社
会
科
学
版)』
一
九
八
五
―
二)

、

李
智
文

｢

祖
逖
北
伐
新
論

両
晋
・
後
趙
比
較
研
究｣

(『�
台
師
範
高
専

学
報

(

綜
合
版)』

一
九
九
六
―
三)

、
孔
令
艶

｢

東
晋
北
伐
失
敗
原
因
探
微｣

(『

遼
寧
教
育
学
院
学
報』

二
〇
〇
二
―
二)

、
朱
成
文

｢

祖
逖
北
伐
及
其
失
敗

原
因
浅
析｣

(『

韶
関
学
院
学
報

(

社
会
科
学
版)』

二
〇
〇
四
―
一
一)

。
本

稿
で
は
こ
れ
ら
の
論
文
に
お
け
る
争
点
の
是
非
を
論
じ
な
い
た
め
、
見
解
の

整
理
は
し
な
い
。

(�)

施
光
明

｢

東
晋
北
伐
三
論｣

(『

歴
史
教
学
問
題』

一
九
九
二
―
三)

一
五
―

一
六
頁
。

(�)

川
勝
義
雄

｢

東
晋
貴
族
制
の
確
立
過
程｣

(

同
氏

『

六
朝
貴
族
制
社
会
の
研

究』

岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
、
初
出
は
一
九
七
九
年)

二
二
九
頁
。

(�)

矢
野
主
税

｢

東
晋
初
頭
政
権
の
性
格
の
一
考
察｣

(『

社
会
科
学
論
叢』

一

四
、
一
九
六
五
年)

、
唐
長
孺

｢

王
敦
之
乱
与
所
謂
刻
砕
之
政｣

(『

唐
長
孺
文

集』

所
収

『

魏
晋
南
北
朝
史
論
拾
遺』

中
華
書
局
、
二
〇
一
一
年
、
原
本
は

一
九
八
三
年)

、
金
民
寿

｢

東
晋
政
権
の
成
立
過
程

司
馬
睿

(

元
帝)

の

府
僚
を
中
心
と
し
て｣

(『

東
洋
史
研
究』

四
八
―
二
、
一
九
八
九
年)

、
田
中

一
輝

｢

東
晋
初
期
に
お
け
る
皇
帝
と
貴
族｣

(『

東
洋
学
報』

九
二
―
四
、
二

〇
一
〇
年)

、
李
済
滄

｢

元
帝
司
馬
睿
的
皇
権
政
治
与
門
閥
政
治｣

(

同
氏

『

東
晋
貴
族
政
治
史
論』

江
蘇
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
六
年)

。

(�)

巻
五
、
愍
帝
紀
、
巻
六
、
元
帝
紀
、
巻
六
二
、
祖
逖
伝
に
は
刺
史
任
命
の

年
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、『

資
治
通
鑑』

の
繋
年
の
根
拠
は
不
明
で
あ
る
。
元

帝
紀
に
よ
る
と
、
三
一
七
年
に�
へ
襲
来
し
た
石
虎
を
祖
逖
が
撃
退
し
て
い

る
が
、
祖
逖
伝
に
よ
れ
ば
、
出
征
か
ら
こ
の
段
階
に
い
た
る
ま
で
、｢

歳
余｣

以
上
の
年
月
を
要
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
任
命
は
三
一
七
年
よ
り
一
年

以
上
さ
か
の
ぼ
る
。

(�)
祖
逖
伝
に

｢

時
に
趙
固
、
上
官
巳
、
李
矩
、
郭
黙
等
、
各
詐
力
を
以
て
相

い
攻
撃
す
る
に
、
逖
遣
使
し
て
之
を
和
解
せ
し
め
、
示
す
に
禍
福
を
以
て
す

れ
ば
、
遂
に
逖
の
節
度
を
受
く

(

時
趙
固
、
上
官
巳
、
李
矩
、
郭
黙
等
各
以

詐
力
相
攻
撃
、
逖
遣
使
和
解
之
、
示
以
禍
福
、
遂
受
逖
節
度)｣

と
あ
る
。
た

だ
し
こ
の
記
述
に
は
疑
問
も
あ
る
。
上
官
巳
は
こ
の
箇
所
に
し
か
見
え
な
い

の
で
詳
細
は
不
明
だ
が
、
他
の
三
者
は
巻
六
三
、
李
矩
伝
、
同
、
郭
黙
伝
に

よ
れ
ば
、
頻
繁
に
軍
事
作
戦
を
共
同
し
て
お
り
、
多
少
の
不
仲
は
あ
っ
た
に

し
て
も
、
敵
対
関
係
に
及
ぶ
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
し
、
彼
ら
の

作
戦
に
祖
逖
が
登
場
し
た
こ
と
も
な
い
。
祖
逖
と
連
絡
は
取
っ
た
で
あ
ろ
う

が
、
祖
逖
伝
の
記
述
は
誇
張
が
入
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
趙
固
は
も

と
洛
陽
を
守
っ
て
い
た
匈
奴
劉
氏
の
将
で

(

李
矩
伝)

、
郭
黙
は
の
ち
に
建
康

へ
逃
亡
し
た
さ
い
に
怒
っ
た
李
矩
か
ら
追
撃
を
受
け
て
い
る

(

郭
黙
伝)

。
祖

逖
伝
は
こ
う
し
た
事
柄
を
混
合
し
て

｢

詐
力
を
以
て
相
い
攻
撃
す｣

と
記
し

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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(�)
川
勝
氏
注

(�)
前
掲
論
文
、
二
一
二
―
二
四
一
頁
。
田
氏
注

(�)

前

掲
著
書
、
三
七
、
四
〇
―
四
二
頁
。

(�)�
の
塢
主
と
の
交
戦
時
の
こ
と
と
し
て
、｢

晋
史｣

の
残
巻
と
し
て
知
ら
れ

る
敦
煌
文
献������
に

｢

祖
逖
兵
を
諸
々
の
村
保
よ
り
徴
す

(

祖
逖
徴
兵
諸

村
保)｣

と
あ
る
。
こ
の
記
述
を
考
慮
す
れ
ば
、
食
糧
も
通
常
は
周
辺
の
村
塢

か
ら
調
達
し
て
お
り
、
元
帝
か
ら
の
補
給
は
祖
逖
が
要
望
し
た
と
き
の
み
か

も
し
れ
な
い
。������
は
饒
宗
頤
編

『

敦
煌
書
法
叢
刊』

一
一
巻

(

二
玄
社
、

一
九
八
四
年)
掲
載
の
写
真
を
閲
覧
し
、
釈
文
は
岩
本
篤
志

｢

敦
煌
・
吐
魯

番
発
見

｢

晋
史｣
写
本
残
巻
考

『

晋
陽
秋』

と
唐
修

『

晋
書』

と
の
関

係
を
中
心
に｣

(『

西
北
出
土
文
献
研
究』

二
、
二
〇
〇
五
年)

を
参
照
し
た
。

(�)
｢

九
軍｣

の
実
態
は
不
明
だ
が
、
琅
邪
王
の
軍
に
つ
い
て
は
わ
ず
か
に
記
録

が
あ
る
。『

宋
書』

巻
三
二
、
五
行
志
三
に

｢

晋
の
愍
帝
の
建
興
四
年
十
二
月

丙
寅
、
丞
相
府
、
督
運
令
史
の
淳
于
伯
を
斬
り
、
血
の
流
れ
て
逆
に
柱
に
上

る
こ
と
二
丈
三
尺
。
此
れ
赤
祥
な
り
。
是
の
時
後
将
軍
の��
広
陵
に
鎮
し
、

丞
相
北
伐
を
揚
声
す
る
も
、
伯
は
督
運
の
稽
留
及
び
役
使
の
臧
罪
を
以
て
、

軍
法
に
依
り
之
を
戮
す

(

晋
愍
帝
建
興
四
年
十
二
月
丙
寅
、
丞
相
府
斬
督
運

令
史
淳
于
伯
、
血
流
逆
上
柱
二
丈
三
尺
。
此
赤
祥
也
。
是
時
後
将
軍��
鎮

広
陵
、
丞
相
揚
声
北
伐
、
伯
以
督
運
稽
留
及
役
使
臧
罪
、
依
軍
法
戮
之)｣

と

あ
り
、
中
華
書
局
の
校
勘
記
で
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、｢
後
将
軍��｣

の

｢�｣
は
衍
字
で
、
琅
邪
王�(
こ
の
当
時
は
宣
城
公
、
後
将
軍)
を
指

し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
琅
邪
王
は
三
一
六
年

(

建
興
四
年)

の
時
点
で
広
陵

に
出
鎮
し
て
い
た
。
こ
の
事
件
は
巻
六
九
、
劉
隗
伝
に
も
記
述
が
あ
り
、
劉

隗
の
奏
に
督
運
令
史
の
子
の
告
訴
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に

｢

軍
は
是
れ
戍
軍
に
し
て
、
征
軍
為た

る
に
非
ず

(

軍
是
戍
軍
、
非
為
征
軍)｣

と
あ
り
、
琅
邪
王
へ
の
補
給
は
三
一
六
年
を
と
お
し
て
い
つ
も
遅
滞
し
て
い

た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
琅
邪
王
は
年
間
で
広
陵
に
駐
留
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
三
一
七
年
四
月
、
琅
邪
王
は
車
騎
将
軍
、
都
督
青
徐�
三
州
諸

軍
事
な
ど
を
拝
す
る
が

(

三
田
辰
彦

｢

東
晋
の
琅
邪
王
と
皇
位
継
承｣

、『

集

刊
東
洋
学』

九
六
、
二
〇
〇
六
年
、
四
四
頁)

、
巻
四
九
、
阮
籍
伝
附
孚
伝
に

｢

琅
邪
王�
、
車
騎
将
軍
と
為
り
、
広
陵
に
鎮
す

(

琅
邪
王�
為
車
騎
将
軍
、

鎮
広
陵)｣

と
あ
る
よ
う
に
、
い
ぜ
ん
広
陵
に
駐
留
し
て
い
る
。
以
上
を
ふ
ま

え
れ
ば
、
元
帝
が
三
一
七
年
に
出
征
を
命
じ
た
琅
邪
王�
の
軍
は
、
広
陵
に

駐
留
し
て
い
た

｢

戍
軍｣

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(�)

越
智
氏
注

(

２)

前
掲

｢

東
晋
政
権
と
東
晋
貴
族
制｣

、
七
五
頁
は
こ
の
派

遣
軍
を
こ
の
よ
う
に
表
現
・
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
派
遣
軍
が
活
動
し
た
形

跡
は
史
料
に
残
っ
て
お
ら
ず
、
元
帝
紀
に
よ
れ
ば
派
遣
の
詔
が
三
一
七
年
の

六
月
で
、
同
年
一
〇
月
に
琅
邪
王
が
死
没
し
て
い
る
。
派
遣
決
定
か
ら
ま
も

な
く
琅
邪
王
自
身
に
問
題
が
生
じ
、
沙
汰
や
み
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
越
智

氏
の
表
現
は
こ
う
し
た
経
緯
を
指
し
て
い
る
。
な
お
琅
邪
王
の
没
後
、
車
騎

将
軍
府
の
司
馬
で
あ
っ
た
王
舒
が
後
任
に
就
い
た
が

(

巻
七
六
、
王
舒
伝)

、

王
舒
が
祖
逖
に
関
与
し
た
記
録
は
な
い
。

(�)
本
稿

｢

は
じ
め
に｣

で
は
、
唐
修

『

晋
書』

の
表
象
に
注
意
を
促
し
た
が
、

元
帝
の
北
伐
へ
の
関
心
の
有
無
に
問
題
を
し
ぼ
れ
ば
、
唐
修

『

晋
書』

の
本

紀
や
列
伝
に
は
無
関
心
で
あ
っ
た
旨
の
記
述
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し

『

資

治
通
鑑』

に
な
る
と
、
祖
逖
伝
の

｢

時
に
帝
方
に
拓
き
て
江
南
を
定
め
ん
と

し
、
未
だ
北
伐
に
遑
あ
ら
ず｣

が

｢

睿
素
よ
り
北
伐
の
志
無
し

(

睿
素
無
北

伐
之
志)｣

(

巻
八
八
、
建
興
元
年
の
条)

に
改
ま
っ
て
お
り
、
踏
み
込
ん
だ

表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
。
史
料
間
の
記
述
の
微
妙
な
相
違
に
も
注
意
を
は
ら

う
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
し
あ
た
り
、
本
稿
は
前
引
の

『

資
治

通
鑑』

の
よ
う
な
表
象
に
留
保
を
つ
け
、
そ
の
妥
当
性
を
検
証
す
る
こ
と
に

目
的
が
あ
る
た
め
、『

資
治
通
鑑』

の
断
定
的
な
表
現
は
採
ら
な
い
。

(�)
元
帝
は
形
式
的
に
、
塢
主
ら
の
遣
使
を
承
け
て
授
官
す
る
手
順
を
踏
ん
で

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
祖
逖
の
く
だ
り
で
触
れ
た
、
も
と
も
と
は

元
帝
に
遣
使
し
て
い
た�
の
塢
主
だ
が
、
そ
の
遣
使
の
経
緯
を
桓
宣
伝
で
確

認
す
る
と
、
元
帝
は
塢
主
ら
に
対
し
、
ま
ず

｢

州
里
を
同
じ
く
す

(

同
州
里)｣

桓
宣
を
遣
わ
し
た
。
こ
れ
を
承
け
、
塢
主
ら
は
軍
主
簿
を
桓
宣
に
随
行
さ
せ
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て
元
帝
の
も
と
へ
派
遣
す
る
。
そ
う
し
て
、
元
帝
は
塢
主
ら
に
将
軍
号
を
授

け
て
い
る
。
お
そ
ら
く
他
の
塢
主
に
も
同
様
の
手
順
を
取
っ
て
い
た
で
あ
ろ

う
。

(�)
周
撫
の
反
乱
に
つ
い
て
、
劉
遐
伝
に

｢[

周]

黙
、
祖
逖
に
降
る
。[

周]
撫
怒
り
、
遂
に
襲
い
て
黙
を
殺
す

(

黙
降
祖
逖
。
撫
怒
、
遂
襲
殺
黙)｣

と
あ

り
、
経
緯
は
不
明
だ
が
蔡
豹
に
原
因
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

(�)
し
か
し
邵
続
伝
、
段
匹�
伝
を
参
照
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
詔
か
ら
ま
も
な

く
、
段
文
鴦
は
段
匹�
と
と
も
に
薊
の
段
末
杯
を
討
ち
に
向
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
石
虎
は
段
氏
不
在
の
こ
の
機
に
乗
じ
て
厭
次
を
包
囲
し
、
三
二
〇
年

二
月
に
邵
続
を
捕
え
た
。
こ
の
経
緯
か
ら
す
る
と
、
と
も
に
済
南
に
駐
留
し

て
い
た
邵
存
も
段
文
鴦
が
引
き
上
げ
て
ほ
ど
な
く
厭
次
へ
戻
っ
た
可
能
性
が

高
い
と
思
わ
れ
る
が
、
前
引
蔡
豹
伝
所
掲
の
元
帝
の
詔
に

｢

且
つ
邵
存
已
に

賊
の
塁
に
拠
る｣

と
あ
る

｢

賊｣

が
徐
龕
を
指
す
と
す
れ
ば
、
い
ぜ
ん
済
南

に
留
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
、
判
断
し
が
た
い
の
で
保
留
す
る
。

(�)
羊
鑑
が
征
討
都
督
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
小
尾
孟
夫

『

六

朝
都
督
制
研
究』

(

渓
水
社
、
二
〇
〇
一
年)

は
、｢
徐
州
刺
史
の
ご
と
き
州

レ
ベ
ル
で
は
征
討
で
き
な
い
と
し
て｣
(

一
九
一
頁)
羊
鑑
に
征
討
都
督
が
授

け
ら
れ
、
派
遣
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
論
じ
て
い
る
。

(�)
行
台
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
前
島
佳
孝

｢

西
魏
行
台
考｣

(
同
氏

『

西

魏
・
北
周
政
権
史
の
研
究』

汲
古
書
院
、
二
〇
一
三
年)

六
三
―
六
六
頁
を

参
照
。

(�)

前
引
の
蔡
豹
伝
に
載
せ
る�
協
の
奏
に

｢

臣
ら
伏
し
て
思
う
に
、
淮
北
諸

軍
は
已
に
失
し
て
速
や
か
な
ら
ず
、
今
方
に
盛
暑
な
れ
ば
…
…
、
宜
し
く
兵

を
所
在
に
頓
め
、
壁
を
深
く
し
て
塁
を
固
め
、
秋
の
了
ら
ざ
る
に
至
り
て
、

乃
ち
大
軍
を
進
む
べ
し｣

と
あ
り
、
こ
の
奏
の
時
期
が
三
二
〇
年
の
六
月
ご

ろ

(｢

今
方
盛
暑｣)

で
、
九
月
を
期
限

(｢

至
秋
不
了｣)

に
進
軍
を
提
案
し

て
い
る
が
、
こ
の
と
お
り
に
裁
可
さ
れ
た
の
な
ら
ば
、
羊
鑑
の
免
官
は
三
二

〇
年
九
月
ご
ろ
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
派
遣
か
ら
一
年
ち
か
く
進
展
が
な
か
っ

た
こ
と
に
な
る
。

(�)

元
帝
紀
、
太
興
三
年

(

三
二
〇
年)

十
月
の
条
に

｢

徐
州
刺
史
の
蔡
豹
畏

懦
を
以
て
誅
に
伏
す

(

徐
州
刺
史
蔡
豹
以
畏
懦
伏
誅)｣

と
あ
る
。
羊
鑑
は
、

本
伝
に

｢

有
司
、
鑑
を
斬
刑
に
正
さ
ん
と
す
る
も
、
元
帝
詔
し
て
鑑
は
太
妃

の
外
属
な
る
を
以
て
、
特
に
死
を
免
じ
、
除
名
す

(

有
司
正
鑑
斬
刑
、
元
帝

詔
以
鑑
太
妃
外
属
、
特
免
死
、
除
名)｣

と
あ
り
、
彼
も
蔡
豹
と
同
様
、｢

畏

懦｣

を
理
由
に
当
初
は
死
罪
と
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
蔡
豹
の
死
を
め
ぐ
っ
て

は
、
田
余
慶
氏
が
死
罪
に
い
た
る
ほ
ど
の
敗
戦
で
は
な
い
と
疑
念
を
呈
し
、

た
ん
な
る
敗
戦
以
上
の
原
因
を
探
っ
て
い
る

(

田
氏
注

(��)

前
掲
著
書
、

四
二
頁)

。
だ
が
、
漢
代
の
軍
法
に
は

｢

畏
懦｣

者
へ
の
腰
斬
規
定
が
あ
る
の

で

(

大
庭
脩

『

秦
漢
法
制
史
の
研
究』

創
文
社
、
一
九
八
二
年
、
三
七
〇
頁)

、

蔡
豹
ら
へ
の
処
罰
も
軍
法
が
適
用
さ
れ
た
だ
け
に
み
え
る
。
ち
な
み
に
田
氏

は
蔡
豹
の
活
動
に
つ
い
て
、
石
勒
の
南
下
を
阻
ん
で
江
南
を
防
衛
す
る
役
目

が
与
え
ら
れ
て
い
た
と
し
て
お
り
、
北
伐
と
は
み
な
し
て
い
な
い

(

田
氏
注

(�)
前
掲
著
書
、
四
〇
―
四
二
頁)

。

(�)
元
帝
紀
、
太
興
四
年

(

三
二
一
年)

二
月
の
条
に

｢

徐
龕
又
た
衆
を
帥
い

て
来
降
す

(

徐
龕
又
帥
衆
来
降)｣

と
あ
り
、
同
、
永
昌
元
年

(

三
二
二
年)

七
月
の
条
に

｢

石
勒
の
将
の
石
季
龍
攻
め
て
太
山
を
陥
れ
、
守
将
の
徐
龕
を

執
う

(

石
勒
将
石
季
龍
攻
陥
太
山
、
執
守
将
徐
龕)｣

と
あ
る
。

(�)
巻
六
七
、�希
鑑
伝
に

｢

元
帝
初
め
て
江
左
に
鎮
す
る
や
、
承
制
し
て

[�希]
鑑
に
龍
驤
将
軍
、�
州
刺
史
を
仮
し
、
鄒
山
に
鎮
せ
し
む

(

元
帝
初
鎮
江
左
、

承
制
仮
鑑
龍
驤
将
軍
、�
州
刺
史
、
鎮
鄒
山)｣

と
あ
り
、
元
帝
紀
、
永
昌
元

年
七
月
の
条
に

｢�
州
刺
史
の�希
鑑
、
鄒
山
よ
り
退
き
て
合
肥
を
守
る

(�

州
刺
史�希
鑑
自
鄒
山
退
守
合
肥)｣

と
あ
る
。

(�)
元
帝
時
期
に
お
け
る
劉
遐
の
駐
留
地
は
劉
遐
伝
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
も

の
の
、
伝
に

｢

太
寧
の
初
め
、
彭
城
よ
り
移
り
泗
口
に
屯
す

(

太
寧
初
、
自

彭
城
移
屯
泗
口)｣

と
あ
り
、
元
帝
治
世
の
後
半
は
彭
城
に
留
ま
っ
て
い
た
可

能
性
が
高
い
。
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(�)
元
帝
紀
、
永
昌
元
年
八
月
の
条
に

｢

琅
邪
太
守
の
孫
黙
叛
き
、
石
勒
に
降

る

(

琅
邪
太
守
孫
黙
叛
、
降
于
石
勒)｣

と
あ
り
、
孫
黙
に
つ
い
て
は
他
に
記

録
が
な
く
詳
細
は
不
明
だ
が
、
徐
龕
ら
と
同
様
、
元
帝
に
遣
使
し
た
琅
邪
の

塢
主
と
考
え
ら
れ
る
。

(�)
川
勝
氏
注

(�)
前
掲
論
文
、
二
二
七
、
二
三
〇
、
二
三
八
―
二
四
〇
頁
。

唐
氏
注

(�)
前
掲
論
文
、
一
六
四
、
一
六
七
頁
。
金
氏
注

(�)
前
掲
論

文
、
九
九
頁
。
田
中
氏
注

(�)
前
掲
論
文
、
五
頁
。
李
氏
注

(�)
前
掲

論
文
、
一
一
三
頁
。
田
余
慶
氏
も
、
名
目
は

｢

胡
に
備
え
る

(

備
胡)｣

だ
が
、

実
際
は
王
敦
に

｢
対
応
す
る

(

対
付)｣

目
的
だ
と
し
、
北
伐
と
み
な
し
て
い

な
い

(

注

(�)
前
掲
著
書
、
三
九
頁)

。

(�)
田
氏
、
金
氏
、
李
氏
。
た
と
え
ば
金
氏
は

｢

王
敦
を
は
じ
め
と
す
る
貴
族

の
壁
に
対
し
て
、
焦
っ
た
元
帝
は
一
気
に
帝
権
を
強
化
せ
ん
と
し
、
軍
事
対

決
に
出
た
た
め
、
三
二
二
年
王
敦
の
乱
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る｣
(

九
九
頁)

と
述
べ
る
。

(�)
川
勝
氏
、
唐
氏
、
田
中
氏
。
た
と
え
ば
川
勝
氏
は

｢

建
康
政
府
の
国
軍
強

化
の
た
め
に
と
ら
れ
た
こ
の
施
策
は
、
…
…
王
敦
に
対
抗
す
る
狙
い
を
も
含

ん
で
い
た｣

(

二
二
七
頁)

と
記
す
。

(�)
原
文
は

｢

皆
免
良
人｣

だ
が
、｢

皆
免
為
庶
人｣

の
定
型
句
か
ら

｢

為｣

字

が
誤
脱
し
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
補
っ
て
読
む
。

(�)
な
お
詔
題
の

｢

皇
孫｣

だ
が
、
詔
の
本
文
で
は

｢

皇
嫡
孫｣

と
言
わ
れ
て

お
り
、
成
帝
を
指
す
可
能
性
が
高
い
。
成
帝
は
三
四
二
年
に
享
年
二
二
で
没

し
て
い
る
の
で
、
生
年
は
三
二
一
年
で
あ
る
。

(�)

越
智
重
明

『

魏
晋
南
朝
の
政
治
と
社
会』

(

吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
三
年)

二
三
三
―
二
四
〇
頁
。
浜
口
重
国

『

唐
王
朝
の
賤
人
制
度』

(

東
洋
史
研
究
会
、

一
九
六
六
年)

四
八
〇
―
四
八
二
頁
。
川
勝
氏
注

(�)
前
掲
論
文
、
二
三

七
―
二
四
〇
頁
。
唐
氏
注

(�)
前
掲
論
文
、
一
五
九
―
一
六
一
頁
。
中
村

圭
爾

｢

東
晋
時
期
揚
州
の
流
民
に
関
す
る
一
考
察｣

(

同
氏

『

六
朝
江
南
地
域

史
研
究』

汲
古
書
院
、
二
〇
〇
六
年
、
初
出
は
二
〇
〇
六
年)

六
九
―
七
六

頁
。
客
の
解
釈
な
ど
で
諸
氏
の
説
に
は
相
違
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
詳
し
く

整
理
し
な
い
。
本
文
で
は
若
干
の
私
見
を
ま
じ
え
つ
つ
、
無
難
な
表
現
を
用

い
た
。

(�)

こ
の
特
徴
に
つ
い
て
川
勝
氏
は
、
元
帝
ら
が
江
南
豪
族
に
依
存
し
た
軍
事

体
制
か
ら
脱
け
出
て
、
固
有
の
軍
隊
を
つ
く
ろ
う
と
し
た
か
ら
だ
と
解
釈
し

(

注

(�)

前
掲
論
文
、
二
三
八
頁)

、
中
村
氏
は
北
方
流
民
の
望
郷
の
意
志

を
軍
事
力
に
転
化
し
た
も
の
だ
と
す
る

(

注

(�)

前
掲
論
文
、
七
六
頁)

。

こ
の
措
置
の
象
徴
的
意
義
と
し
て
は
、
中
村
氏
の
解
釈
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

(�)

祖
逖
の
収
め
た

｢

河
南｣

は�
州
・
司
州
に
ま
た
が
っ
た
地
域
だ
と
考
え

ら
れ
る
た
め
、
戴
淵
が
当
該
地
域
を

｢

統｣

べ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
都
督

と
同
時
に
授
け
ら
れ
た
司
州
刺
史
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
都
督
に
よ
っ
て
だ

と
考
え
ら
れ
る
。

(�)
前
述
し
た
が
、
王
敦
は
三
二
二
年
正
月
に
武
昌
で
挙
兵
し
、
建
康
へ
下
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
、
元
帝
は
劉
隗
と
戴
淵
を
呼
び
戻
し
、
建
康
の
防
衛
に
あ

た
ら
せ
た
。
か
り
に
劉
隗
ら
の
出
鎮
が
王
敦
防
衛
目
的
な
ら
ば
、
王
敦
の
ど

の
よ
う
な
行
動
を
想
定
し
て
劉
隗
と
戴
淵
を
淮
陰
と
合
肥
に
向
か
わ
せ
た
の

だ
ろ
う
か
。
元
帝
が
け
っ
き
ょ
く
呼
び
戻
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
る
に
、
王

敦
が
長
江
を
下
っ
て
建
康
に
迫
る
事
態
は
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
王
述
は
武
昌
の
地
理
的
特
性
に
つ
い
て
、
建
康
と
連
絡
が
容
易
で
あ
る

ゆ
え
に

｢

一
朝
に
江
渚
に
虞
有
り

(

一
朝
江
渚
有
虞)｣

と
し
て
も

｢

相
い
接

ぎ
て
救
う

(

相
接
救)｣

役
割
も
兼
ね
た

｢

要
害
の
地

(

要
害
之
地)｣

と
述

べ
て
い
る
が

(

巻
七
五
、
王
湛
伝
附
述
伝)

、
王
敦
が
逆
用
し
た
こ
の
特
徴
へ

の
警
戒
を
怠
っ
た
の
は
不
自
然
に
思
え
る
。
そ
の
う
え
、
合
肥
も
淮
陰
も
対

北
戦
争
に
お
け
る
要
地
で
あ
り
、
祖
逖
軍
の
留
ま
る
雍
丘
な
ど
と
は
河
川
を

利
用
し
て
の
連
絡
が
可
能
だ
っ
た
地
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
諸
点
か
ら
考
え

て
も
、
西
方
を
意
識
し
た
軍
事
行
動
と
は
考
え
に
く
い
。

(�)
唐
氏
注

(�)
前
掲
論
文
、
一
五
二
―
一
五
六
、
一
六
七
―
一
六
八
頁
。

金
氏
注

(�)
前
掲
論
文
、
九
三
―
九
九
頁
。
田
中
氏
注

(�)
前
掲
論
文
、
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五
―
七
頁
。
李
氏
注

(�)
前
掲
論
文
、
一
〇
八
―
一
一
一
、
一
一
四
―
一

一
五
頁
。

(�)
金
氏
注

(�)
前
掲
論
文
、
九
四
、
九
六
、
九
八
頁
。

(�)
金
氏
も

｢

こ
の
二
人
は
当
時
の
貴
族
た
ち
と
は
異
な
り｣

と
注
意
を
促
す

よ
う
に

(

九
三
頁)

、
劉
隗

(

秘
書
郎
起
家)

と�
協

(

王
文
学
起
家

こ

の
官
が
清
官
で
あ
る
こ
と
は
中
村
圭
爾

『

六
朝
貴
族
制
研
究』

風
間
書
房
、

一
九
八
七
年
、
二
五
四
頁)

は
そ
も
そ
も
貴
族
に
分
類
さ
れ
う
る
。

(�)
川
合
安

｢

南
朝
貴
族
の
家
格｣

(

同
氏

『

南
朝
貴
族
制
研
究』

汲
古
書
院
、

二
〇
一
五
年
、
初
出
は
二
〇
〇
四
年)

に
よ
れ
ば
、
吏
部
の
人
事
は
家
格
の

み
で
決
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、｢

そ
の
人
物
の
才
能
、
血
筋
、
年
齢
、

官
爵
な
ど
が
考
慮
さ
れ｣
た

｢
統
合
的
評
価｣

に
も
と
づ
い
て
い
た

(

二
三

五
頁)

。
だ
と
す
れ
ば
、
応
瞻
の
批
判
す
る

｢

素
論｣

｢

旧
望｣
｢

游
談｣

を
ふ

ま
え
た
人
事
は
、
む
し
ろ
通
常
の
評
価
基
準
と
言
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
従

来
の
ま
ま
で
は
同
一
の
失
敗
を
繰
り
返
す
と
考
え
、｢

実
事｣

に
の
み
重
き
を

お
く
抜
本
的
な
改
革
を
提
案
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

(�)
李
済
滄

｢

両
晋
交
替
期
に
お
け
る
放
達
の
気
風
に
つ
い
て｣

(『

東
洋
史
苑』

五
四
、
一
九
九
九
年)

五
五
―
五
八
頁
。

(�)
列
伝
の
構
成
か
ら
み
る
と
、
こ
の
上
疏
は
元
帝
の
即
位
以
後
、
王
敦
の
挙

兵
以
前
で
あ
る
。
厳
可
均

『

全
晋
文』

は

｢

太
興
中｣

と
推
定
し
て
い
る
。

上
疏
の
冒
頭
に

｢

庚
午
詔
書
を
被
こ
う
む

る
に
、
雷
電
の
震
い
、
暴
雨
の
時
に
非
ざ

る
を
以
て
、
深
く
自
ら
克
責
す

(

被
庚
午
詔
書
、
以
雷
電
震
、
暴
雨
非
時
、

深
自
克
責)｣

と
あ
る
が
、
こ
れ
と
類
似
し
た
状
況
が
元
帝
紀
、
太
興
元
年
十

一
月
の
条
に
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち

｢

庚
申
、
詔
し
て
曰
く
、『

…
…
壬
子
、

乙
卯
に
、
雷
震
暴
雨
あ
り
、
蓋
し
天
災
の
譴
戒
す
る
は
、
朕
の
不
徳
を
彰
わ

す
所
以
な
り
。
群
公
卿
士
、
其
れ
各
封
事
を
上
し
、
具
に
得
失
を
陳
べ
よ
…
…』

と

(

庚
申
、
詔
曰
、『

…
…
壬
子
、
乙
卯
、
雷
震
暴
雨
、
蓋
天
災
譴
戒
、
所
以

彰
朕
之
不
徳
也
。
群
公
卿
士
、
其
各
上
封
事
、
具
陳
得
失
…
…』)｣

と
あ
る
。

し
か
し
一
見
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
詔
書
の
日
付
が
相
違
し
て
い
る
。
五
行

志
で
確
認
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
元
帝
の
治
世
中
に
お
け
る
雷
電
と
暴
雨
の
併

発
は
こ
の
太
興
元
年
一
一
月
の
例
し
か
記
録
さ
れ
て
い
な
い

(

巻
二
九
、
五

行
志
下)

。
ま
た
同
月
の
朔
日
は
癸
卯
で
、
庚
申
と
庚
午
は
ど
ち
ら
も
存
在
す

る
。
唐
修

『

晋
書』

の
帝
紀
の
干
支
は
誤
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
こ

こ
も
帝
紀
の
干
支
が
誤
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
熊
遠
の
上
疏
は
こ
の
太

興
元
年
一
一
月
の
災
異
に
応
じ
て
上
呈
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(

本
学
大
学
院
修
士
課
程
修
了
・
会
社
員)
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